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郵政民営化委員会（第１４回）議事録 

 

日時：平成１８年１１月８日（水） １３：３０ ～ １６：３３ 

場所：虎ノ門第１０森ビル５階 郵政民営化委員会会議室 

 

○田中委員長 それでは、これより郵政民営化委員会第14回会合を開催いたします。 

 本日は、委員３人出席しておりますので、定足数を満たしております。 

 本日は、郵便保険会社の新規業務に関する調査審議として、第10回会合に続きまして生命保

険関係者からご意見を伺うことといたします。 

 これまでの委員会におけるヒアリングの議論を踏まえ、あらかじめ資料１の生命保険関係者

に対する質問事項を作成して事務局より送付いたしております。今回は、その質問事項に関す

るご意見を伺うという形で進行させたいと思います。 

 それでは、社団法人生命保険協会の渡邉光一郎一般委員長に伺います。 

○渡邉一般委員長 10月４日に続きまして、私どもの生命保険協会の報告のヒアリングをこの

ような形で設けていただきまして本当にありがとうございます。既に資料１の方にもあります

が、事前にいただいております質問事項に沿いまして、やや順不同になりますがポイントを絞

って、お手元の資料２に基づきましてご説明させていただきたいと思います。 

 早速１ページの方を開いていただきたいと思いますが、これから郵政民営化の諸課題につい

ての議論が進んでいくわけですけれども、議論を重ねますと、どうしても理念が現実に近づく

という反面で、現実への妥協点が理念から乖離するというようなこともあろうかと思いますの

で、私どもの今回の質問にお答えする際に、改めてご覧のような民営化の原点についてもう一

度再録をさせていただいたという次第でございます。この民営化の原点でございますけれども、

簡易保険事業を自由で公正な民間の生命保険市場に吸収・統合し、活力ある経済社会を実現す

ることであるということ、それから、この原点を踏まえますと、その下に記載のとおり、民営

化の目的を達成するためには、何よりも公正な競争条件を確保することが大前提であるという、

このことが重要だということであります。 

 ２ページでございますが、これも再録でございます。これから難しいご判断をいただくとい

うことにもなろうかと思いますし、私どももそういった面では、判断をする際に基本に返ると

いう思いで、その基本に返るということからすれば、私どももさまざまな観点から議論がなさ

れた国会審議が基本であると考えております。したがいまして、ご覧のように公正な競争条件
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及び政府出資に関する国会での審議におきまして、民間生保との公正な競争条件に関連して政

府出資が重要な論点になったわけでございますが、その記載事項として、当時の郵政民営化担

当大臣の言葉が、括弧書きになりますが、「全株を処分するまでは政府出資の形で国の信用と

関与が残るということになって競争上優位にたつことになる」、それから、「金融業務におい

ては、信用が競争上決定的に重要」であると、こういった見解が示されている次第でございま

す。この見解につきまして、我々との認識は完全に一致するということでございます。逆に、

この見解に異を唱えるだけの材料を私どもは何ら持ち合わせていないということにもなります。 

 それでは、３ページの方を見ていただきたいと思います。 

 ただ今の政府の見解にございますように、国民は少なくとも移行期間においては政府が株式

の保有等によって郵便保険会社の経営に関与することで不測の事態が生じた際は、政府による

何らかの支援が行われるという期待を抱いているというふうに考えております。この政府サポ

ートに対する期待が従来からの郵政ブランドに加えまして、郵便保険会社の信用補完につなが

っているというのが私どもの考え方でございます。目に見えない金融商品でございますから、

信用が競争上重要な要素になっているということでございます。この信用補完は、生命保険選

択時に他の民間生保会社に比べて郵便保険会社に優位に働くと考えております。下の方に表が

ございますが、失効・解約率の簡保と民保の比較でございます。過去の金融不安発生時、民間

生保の失効・解約率が上昇しているのが見受けられますが、一方で簡保の方を見ますと、ほぼ

横ばいで推移しておりまして、金融商品における信用というものが重要な要素になっているこ

とがおわかりいただけるかと思います。国民の政府サポートに対する期待というものは、政府

保証がないことを説明し、それが契約者に認識されれば払拭されるとの前回のご意見もござい

ますけれども、そもそもこの期待感そのものを払拭するには、目に見える形での政府出資を解

消するという必要があると逆に考えてございます。また、この認識ゆえに郵政民営化法では、

株式の完全売却によって国の信用関与を完全に断ち切ることが規定されているというふうに理

解をしております。 

 それでは、４ページの方を見ていただきたいと思います。 

 こちらは、生命保険文化センターで実施しましたアンケート調査の結果でございます。今後

の生命保険の加入に当たって、民間生保と郵便保険会社のどちらを選好するかというアンケー

トでございますが、民間生保、郵便保険会社の選好の割合が、これは偶然だと思いますが22.2

パーセントで同じ割合になっておりました。ただ、その下の選好理由というところの分析結果

を見ますと、民間が商品、サービス、価格といった面から選好されるというのに対しまして、
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郵便保険会社は、信頼できるとか、政府の関与が強いとか、国営事業として運営してきた伝統

が上位となっているということであります。かつ、その占率も３割を超えるという高い水準で、

これも暗黙の政府保証に対する意識が強いものという調査だと考えております。 

 続いて、５ページの方を見ていただきたいと思います。 

 ここからは、公正な競争条件の確保の問題の一つに、旧簡保契約からの利益補てんの問題が

ございました。本件につきましては、過去の国会審議における政府答弁にもありますように、

旧簡保契約から生じた利益については、旧簡保契約の契約者に還元すべきであると考えており

ます。そのためには、適切な区分経理の導入や、日本郵政公社と同等のディスクロージャーを

行うことが必要であると、それを明確化すべきであると考えております。これらの点につきま

して、もう少し説明をさせていただきたいと思いますので、６ページ以降をご覧いただきたい

と思います。 

 ６ページの方ですが、こちらは平成16年11月に郵政民営化準備室が作成されました骨格経営

試算の郵便保険会社の収支見通しでございます。以下、こういった数字をお出しいたしますけ

れども、これはあくまでも開示されている範囲で私どもが推定も加えて議論のために出させて

いただきますので、その点をお含み置きいただいて、後日確認をいただければと思います。こ

れを見ていただきますと、生命保険会社の利益の構成でございますが、死差益、利差益、費差

益の三利源というものが基礎的な利益を構成しております。骨格経営試算のこの表の中を見ま

すと、ちょうど中段になりますが、民営化後の３年間の三利源ということで小計になっており

ます。この３年間の三利源が赤字になっているのが読み取れます。一方で、その下の経常利益

の方は初年度から黒字になっているということがありますが、これは平成17年度末に約８兆円

も積み立てております追加責任準備金を毎期機械的に取り崩しまして、戻入益として計上して

いるということが作用しております。2007年度では、推計でございますが、3,800億円程度の

戻入益が計上されていると考えております。この追加責任準備金につきましては、これは民保

が積み立てますと有税となります。この場合に出ておりますのは、過去の旧簡保契約の利益の

一部が無税という形で関与の恩典を受けたということでありますけれども、そうやって積み立

てられたものでございます。したがいまして、初年度から黒字となる経常利益のすべて、もし

くは大部分がこの過去の旧簡保契約の利益の蓄積を戻し入れて構成されているということがお

わかりいただけるかと思います。 

 続いて、７ページでございます。 

 ここでは、骨格経営試算の利益構造について説明させていただきます。 
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 ご説明させていただいた経常利益などの利益構造については、この資料の上の方の部分が示

しているとおりでございます。この経常利益から既に支払うことが決まっております確定配当、

これを支払った後の旧簡保契約の利益、これの８割が剰余金配当に回す過程となっている試算

であることがおわかりいただけるかと思います。これは、郵政民営化に関する有識者会議の方

で説明されたとおりでございます。そうしますと、８割の残りの２割、こちらの方が郵便保険

会社の利益として計上される部分ということになります。郵便保険会社の方は、これを再保険

の受託料として受け取るということになると思われますけれども、その源泉は過去の利益の蓄

積の戻入益が一定程度を占めると思われます。 

 次に、８ページをご覧いただきたいと思います。 

 これまで説明させていただきましたとおり、契約者保護の観点から、この旧契約、新契約の

利益の源泉というものをしっかりと管理していく必要があるということでございますが、適切

な区分経理を導入するとともに、再保険受託料を含む再保険契約を適切かつ合理的なものにし

ていく必要があると考えております。まず、この区分経理でございますが、これは、金融庁の

保険会社向けの総合的な監督指針においても、これは枠内に小さな字で書かれておりますけれ

ども、こういった記載がございます。ちょっと括弧書きのところを読みますと、「生命保険会

社においては、利益還元の公平性・透明性の確保、保険種類相互間の内部補助の遮断、事業運

営の効率化、商品設計や価格設定面での創意工夫などを図る観点から、一般勘定について保険

商品の特性に応じた区分経理を行うことが重要」、こういう記載になっているわけでございま

す。さらに、政府保証が付されている旧簡保契約の特殊性を踏まえますと、この新旧契約の区

分経理を再保険の受再者に明確に義務づけという必要性があろうと考えます。したがいまして、

この新旧契約の区分経理の実施を、政省令や、あるいは再保険契約などにしっかり規定してい

ただきたいと考えております。その下の３のディスクロージャーにつきましては、契約者保護

の観点から、旧簡保契約を承継管理する独立行政法人郵貯簡保管理機構、こちらの方が平成19

年10月以降も、日本郵政公社が従来簡保契約者に行っておりますディスクロージャーと同等の

ディスクロージャーを行う必要があると考えております。また、政府保証が付されております

旧簡保契約に不測の事態が生じないよう、国民のチェックを受けるためにも、このようなディ

スクロージャーの枠組みというものが必要だと考えております。 

 ９ページをご覧いただきたいと思います。 

 株式上場と新規業務に対する考え方でございます。郵政民営化法では、新規業務の認可にお

きまして、他の生命保険会社との競争関係に及ぼす事情、また、郵便保険会社に対する議決権
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割合、こういったものを勘案するというふうに規定されております。一方で、株式の上場処分

に際しての投資家からの評価を得るという点につきましては、これは特段の規定事項ではない

ということであります。また、表であらわしておりますけれども、日本郵政株式会社が策定し

ました「実施計画の骨格」における経営見通しを見ますと、郵便保険会社の純利益の分、これ

は増益基調に推移するという予測になっております。また、利益成長が続くという見通しとい

うことも言えます。生命保険協会では、株主価値向上に向けた取り組みの提言におきまして、

配当性向というものを30パーセント程度に引き上げるよう対外的に要望しているわけですが、

その30パーセントというものを仮に郵便保険会社の配当性向に当てはめて計算してみますと、

ＲＯＥのところを見ていただきたいと思いますけれども、この試算によりますと民営化後の順

調な上昇が見られます。ちょうど４年後には13パーセント台にのっておりますから、これは現

在上場しております銀行、損保、生保、これと同等、もしくは４年後の数字そのものはかなり

上の数字になるということが言えるかと思います。 

 続きまして、10ページをご覧いただきたいと思います。 

 こちらの方では、平成17年３月３日に、郵政民営化準備室から公表されました「採算性に関

する試算」で示されております新規業務の収益についての記載をしております。保険の新規業

務といたしましては、第三分野商品の参入、限度額撤廃による試算という想定がされておりま

す。この新規業務の税引前の当期利益に対する収益の寄与についてでございますが、これは生

命保険業の特徴がよく出ているということだと思いますが、目標10割達成でも50億、５割達成

ですと30億という形で、上の方の郵便貯金銀行の方の寄与度に比べますとかなり小さいという

ことがおわかりいただけるかと思います。この試算結果を踏まえますと、株式上場のために新

規業務の実施が必要というのはやや要素的には低いのではないか、そう言えないのではないか

と思います。株式上場のために新規業務の必要性を主張するのであれば、まずは実施計画の骨

格で示されております経営見通しを再保険の収支と郵便保険会社の収支に区分して示して、郵

便保険会社の収支見通しで株式上場が可能なのか、困難なのか、こういったことを検証する必

要があると考えます。また、新規業務には、当然事業リスクが伴うわけですから、いたずらに

新規業務を展開すればいいというわけではなくて、それぞれの収支見通しを示して、それが企

業価値向上にどの程度寄与するのかという検証が重要であると考えます。これまで政府等より

示された資料を拝見させていただく限りにおいては、現在の業務範囲でも株式の上場は可能で

はないかと考えます。また、新規業務の株式上場への貢献度は、この表からも限定的ではない

かと考えております。 
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 また、新規業務の民間市場への影響度というものが質問でございましたけれども、これは資

料をつけてございませんけれども、先ほどの「採算性に関する試算」におきまして、新規保険

の３割が第三分野商品になるという前提で試算されていますから、これで推測しますと、平成

17年度の簡保の販売件数の３割に相当する件数、これは90万件になります。これは、民間生保

の医療保険、がん保険の販売件数、これが400万件強でございますから、２割を超える規模と

いうことが言えます。民間生保会社の中には、第三分野商品に絞って経営している会社もある

わけでして、例えば占率が90パーセント以上の会社といいますと４社ありますし、50パーセン

ト以上になると11社もございますから、そういった個別の会社に与える影響というものはかな

り大きくなるのではないかと考えます。企業価値向上の手段といたしまして、郵便保険会社の

ように規模の大きな企業になりますと、事業リスクの伴う新規業務ということよりも、コスト

構造を見直す方が収益力向上、特に足元の収益力という面では近道であると考えます。したが

いまして、移行期間中については、コスト構造の見直しによる収益力向上に注力するとともに、

完全民営化後の自由な事業運営に向けた態勢整備の方を重視して取り組むべきではないかと考

えております。また、事業リスクの伴う新規業務への進出による企業価値の向上につきまして

は、完全民営化後の経営者、株主の判断に基づいて実施すべきであると考えております。 

 それでは、この事業運営に向けた態勢整備につきまして、11ページをご覧いただきたいと思

います。 

 ここでは、業務運営態勢の整備等、記載の２点についてご説明させていただきたいと思いま

す。昨今、契約者保護の視点が非常に重要になってきているという認識に立ちますと、完全民

営化移行期間まで、この優先事項としては、ここに掲げたような態勢整備の方を優先すべきだ

という形で考えております。監督を受けているものの立場として言いますと、「総合的な監督

指針」、あるいは「保険検査マニュアル」等に基づきまして、健全、適切な業務運営態勢の整

備、特に内部統制の強化、コンプライアンス態勢の整備が重要であると考えております。この

点につきましては、先日の民営化委員会で委員の方からも監督官庁により適切に確認されてい

るというご発言がございましたので、それに向けた監督がなされるものと理解しております。

次に、その下の旧簡保契約の個人情報の取り扱いについてでございますが、これまた、10月４

日の民営化委員の方で発言がございましたが、基本的に目的以外には活用されないとのご発言

もあったかと思います。主務官庁によりまして、適切な業務運営態勢の整備に向けた監督がな

されるものと理解しております。ただ、現時点で取り扱いが明確ではない、資料に記載の枠囲

みの３点がございます。ここの３点について適切な措置が図られることが必要であると考えて
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おります。 

 多少時間を超過いたしまして申しわけございませんが、説明の方は以上とさせていただきま

す。 

○田中委員長 どうも、渡邉さん、ありがとうございました。 

 それでは、質疑等をしたいと思います。 

○冨山委員 この前、新聞報道で申しわけないんですけれども、簡保の新規の獲得がどんどん

減っているというのが出ていましたね。今日の資料を拝見させていただくと、簡保のやはり営

業力というか、競争力の源泉は国の安心感だということだとすると、多分現場の営業でその辺

を頑張っているはずなので、あれで数字が減っているということは、逆に言うと暗黙の政府保

証がだんだん市場で消えていっているからなんですか。 

○渡邉一般委員長 あれは件数ベースだと思いますが、同分野の比較では新契約高ベースでも

件数ベースでも、民間も実は必ずしも数字として増えていっているわけではなくて、収益ベー

スで改善しているという構成になっているということなんです。それと加えて、簡易保険の方

の中身の要因分析は私どもの方ではできませんので、そこはしっかりやっていただきたいと思

いますが、幾つかの要素が複合的になっていると思います。当然マーケットの要素もあると思

いますし、それから、商品のポートフォリオがニーズによって変わるという要素もあると思い

ますし、それからもう一つは、これは特異なことだと思いますが、限度額管理の厳格化も多少

の影響を与えているのではないかと推測されますので、そこは私どもではわかりませんので検

証していただけたらと思います。 

○田中委員長 国の信用と関与の話なんですけれども、政府出資が残っている間、もちろんこ

れは現実に政府保証がなくなった来年10月１日以降の時点でどういうことが起きるか、まだ仮

定のことでしかありませんけれども、どうでしょうか、先ほどお示しいただきました３ページ

の、平成９年の日産生命の破綻以降、民保の解約・失効率が上がっていますけれども、これと

同じリズムの中に簡保も入る、政府保証がなくなった段階で、保険契約者は、政府が出資者で

あるというだけで納税者の金を使って救済すると思いますかね。これだけ切り刻んでいく財政

再建は日本経済の持続的成長のためには不可欠だといい、ノーペイン、ノーゲインで既得権ら

しきものについても一貫してメスを加えるという内閣の方針は、小泉、安倍、両政権続いてい

ますね。そうすると、政府が出資しているという勘定だからといって政府保証はないんですと、

新規契約はと言っていて、それに何か納税者の金を使って補てんしてもらえるというふうに思

いますかね。これはもちろん、今はまだ仮定、仮説の話ですよ。だけどそれは21世紀の政府が
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カバーすべきことについて国民の関心が相当煮詰められてきました、この間。一般論で言えば、

ここにご指摘いただいたようなことはあると思うし、大臣が答弁されたのは全株処分したいと、

これを強調するために少しあえて言われた面が、推測ですが、あると思いますが、私は、国民

は長期の契約に当たって、政府に勘定を押しつけることは無理だし、政府自身がもう保証はな

いから、あとあるとすれば保険契約者保護機構の枠内において救済が受けられるということの

理解は、保険契約者に広がっていますでしょう、実際。 

○渡邉一般委員長 前回以降、ご議論いただいている消費者サイドから見た、即ち保険契約者、

あるいは預金者から見たパーセプションの問題というのがいろいろと議論されているというこ

とは承知しているんですが、今の時点で確証というのはなかなか難しいと思うんですね。した

がって、前回議論がありました格付機関の判断ですとか、私どもの信用リスクを担当する部門

の見方とか、こういったものをちょっと間接的ではありますけれども、いろいろと確認もして

みました。答えは、明確に今の段階では正式見解としてレポートがあるわけでは実はございま

せん。ただ、郵便保険会社に対する大方の見方は、やはり特殊法人の格付なんかに見られます

ように、通常、ソブリン格付から始まって、政府のサポートと個別の団体の重要性、事業の内

容、こういったものを総合的に勘案しながら、むしろソブリンから始まってノッチを調整して

いくという発想なんですね。ところが、民保である私どもに対する格付の発想は、逆に個別事

業の中身からスタートしまして、セーフティネットの関係では、従来完全な補填ができない、

即ちセーフティネット自体が完全サポートされていないという要件からややノッチを下げると

いうような見方をしているわけです。したがって、ある意味では格付で見ますと、民間はノッ

チを下げたところからスタートしなければいけない。ところが、恐らく郵便保険会社は、特殊

法人の格付と同じような見方をすれば、ソブリンから始まって上からノッチを調整してくると

いう、こういうイメージなんですね。 

 したがって、実は格付機関でさえもこの移行期間の政府の関与については配慮をしてしまう

ということなんですね。したがって、格付機関でさえもそういうふうな考え方が基調になって

いるとすれば、これは民間の消費者サイドから見れば、これはもっと期待感が高まるでしょう

から、それは段階を見ていかなくちゃいけない。したがって、前回私が申し上げましたように、

現段階での想定の議論はなかなか難しいですから、私どもの考え方のような慎重なスタートを

切って、３年後のレビューというものが非常に重要なのではないかというふうに思います。こ

の期間の意識の変化ですとか、こういったものを定性的、定量的な分析をして、レビューをし

ていく必要があるのではないかと考えます。 
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○田中委員長 契約者は納税者でもありますから、納税者の立場からいって、この間どういう

形で政府の関与が、言うならばどこまで落とすことができるのか、健康保険についても自己負

担分を上げるとか、幾つかの、普通ならなかなか簡単にはそんなことやったら選挙に勝てると

も思えないはずのことをやってきて、しかしそういう財政規律を重んずる政府は信ずるに足る

という選挙結果が出ているときに、政府が100パーセント株式をしているところだから、それ

は何か面倒を見てあげましょうという、そういう政府を許しますかね、納税者は。そういうパ

ーセプションが残っていると言われるんだけれども、それはおっしゃるように、来年10月以降

ちゃんと観察すべきことですけれども、あまりこれは言われない方がいいんではないかという

ふうに思うんですけれども。 

○渡邉一般委員長 私どもも確証はとれません。ただ、逓減していくだろうとも思います。し

たがって、その逓減の度合いを、先ほど言ったような形でしっかりレビューしていくというこ

とも重要だと思うんですね。 

○冨山委員 そういうのは格付の話なんですけれども、私の元の部下で海外の格付機関の非常

に優秀なアナリストだった人間がいて、話をしてみると、格付の想定については、今の田中委

員長の発言と重なるんですね。将来に向かってどうなっていくかということを一番、要するに

格付が問題になるのは未来の議論ですから、将来に向かって、例えばここで言うと簡保がどう

いうふうな信用上のポジションになっていくだろうかということを当然考える。そうすると、

まず今の議論なんですけれども、例えば政府保証の議論で言えば、今政治的にどういう状況に

あるのか、ないのか、それから今の政権の方向がどっちへ向いているのかということを当然考

えに入れるわけで、そうすると、例えば今の政治状況を前提として考えると、なかなか現実に

政府が乗り出してくるとは到底思えないと。この３、４年の間に完全株式売却という日程が決

められる、それ自体強烈なシグナルになりますと、経済学的にはシグナリングになっています

と。その上に、今の政権の状況、それから国民の物の見方、考え方の流れを見ていると、極め

てむしろ政府は特別な救済には出てきにくい、プロの目から見ると、最も政府関与のあるもの

の中でいうと一番出てきにくい領域に見えるというんですね。 

 そうすると、どちらかというとソブリンから始まるという感覚ではなくて、むしろ普通の民

間並みの格付をしておかないと、実際に自分が格付をする立場であるとすると非常にリスキー

な格付をすることになるという感じだったんですが。 

○渡邉一般委員長 私どもも個別ヒアリングのレベルですし、格付機関もまだ正式なレポート

にできない段階だと思うんですね。いろんな要素を見なくちゃいけないということで。ですか
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ら私どものヒアリングでも、一般論に落として特殊法人の場合の考え方はこういうことだから、

それに当てはめればこういうことになるというような一般論での説明なんですね。 

 したがって、本件の個別問題について、実際の格付をどうするかについては、個別のヒアリ

ングをされた方がいいのかもしれません。私どももまだ正式見解として聞いているわけではご

ざいませんので、そこは一度この場でもヒアリングされた方がいいのかもしれません。 

○田中委員長 かんぽ生命がインターナショナルな業務をやるかどうか、どこかの段階でやる

かどうかわかりませんけれども、ヨーロッパの拡大ＥＵの流れの中で、政府が出資している企

業が国境をまたいで業務を行うことというのは当たり前の話ですが、物すごく増えているわけ

ですね。 

 例えば、イギリスで発電会社が破綻すると、フランス国営電力がそれを購入するといいます

か、再建のために乗り出し、そこでこの電力をイギリスの家庭や事業会社に送っているわけで

す。それは政府が確かに株式は保有している、だけどイギリスへ出かけて行って経営引き受け

てやっている。そのときに納税者、要するに今度はそういう状況の中で何か国が出資している

から、その商品やサービスについて何か国がまたそこの納税者の金で何かやってくれるなんて

いう発想は全くない。たまたまいろんな歴史的事情があるから国が出資者としてまだ残ってい

る。それでも公正競争を前提として、監督当局からいけば、公正競争が行われていることと、

それからユーザーを差別的に扱っていないということさえあれば、株主が何であろうと、それ

は認めるというので動いちゃっているところからいくと、国の出資が残っている段階で信用と

いう議論をちょっとグローバルな局面に置いてみると何か違うなと、そういう話は払拭してい

るよと。 

 あるいは現実に政府の関与が残っていても国際業務ができないかといったら、国際業務は許

すと思うんです。そうしたら、出かけて行って、こんなところで日本政府が株式部分的に保有

しているから、破綻したときに日本政府に何かということができるとは思いませんよね。その

ことは多分日本の中でも同じだと思います。国の株式保有があるというのは、たまたま歴史的

なことがあるからそういうことはあるもんだと。渡邉さんが集約的に書いてくれた１ページの

これですよ、民間の生命保険市場に吸収・統合し、活力ある経済社会を実現するという、これ

を実現するんですから。そうするともう、政府がたまたま株式をどの程度持っているかという

のはもう抜きにしようという意思決定をしちゃったからこの話になっているので、国民にだけ

その残像が残っているということは、若干残っているかもしれません、だけど急速に消えると

考える方が自然ではないでしょうか。 
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○渡邉一般委員長 郵便保険会社としての新しいスタートを切った折には、おっしゃるような

受けとめ方を当然していくと思いますし、競争条件上は、そこはイコールフッティングになる

わけですから、そこはおっしゃっているとおりだと思います。ただ、そこがどう展開しようと、

急激にそこは弱まっていくんだろうと、パーセプションそのものは弱まってくるだろうと、そ

ういうふうに思います。 

 ただ、私どもが再三申し上げているのは、移行期間にまさしくレビューしながら行く期間、

ここはとりわけ生命保険業の特殊性というものが出てきて、これは再三申し上げているとおり、

他の事業ではないことなんですね。要するに、新旧の勘定が非常に影響力を与えてしまうとい

う、これはほかの事業では見えないことだと思います。先ほどの収益分析のところも見ていた

だければわかりますように、ほかの企業ではこういうことは起きないわけです。要するに、通

常の新規業務、メーカーさんの新規業務なんかを考えれば、トップラインとボトムラインとい

うのはある程度連動して推移するわけです。ところが、生命保険の場合の事業は、トップライ

ンの効果がボトムラインの増加として連動するまでの期間が非常に長いがゆえに、態勢整備、

インフラ整備がしっかりしていないにもかかわらず、新規事業の拡大を直ちにしてしまえば、

むしろ足元を弱めてしまって、収益上も悪化するという現象が出るわけです。これはほかの事

業とは違った影響だと思います。 

 むしろ、それよりは、先ほど言った新旧の区分経理に基づいて、しっかりとした再保険収入

というものを合理的に説明して、その合理性に基づいた収益も含んで全体の事業を描いた方が、

明確でありますし、むしろそこの透明度を高めて説明していただいた方が、むしろ合理的だと

いうふうに私どもは考えます。 

○野村委員 またちょっと暗黙の政府保証に戻ってしまって恐縮なんですけれども、４ページ

のところにいただいているアンケートなんですけれども、確かに「政府の関与が強い」とか、

「国営事業として運営してきた伝統」というのに高い比率がマークされていることはあるんで

すが、直接に政府が株を持っているからという質問をしているわけではないんですね。ですか

ら、「政府の関与が強い」とか、あるいは「国営事業として運営してきた伝統」という、こち

らの後者の方は伝統と言っていますから過去のことなんでしょうけれども、今政府の関与が強

いと、ここが仮に最も中心的な項目だとすると、この質問に答えた人達が、本当に政府は株を

持っているということを重視したのかどうかということは、このアンケートからは浮き彫りに

なっていないわけなんですね。そこをロジックとして、やや無理やりつなげている感じもしな

いわけではなくて、つながっている可能性もあるとは思いますけれども、実証されていないん
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ではないかという気もちょっとするんですね。 

 それから、この項目を見ますと、ほかのことというのは事実が書かれているんですね。例え

ば「広告をよく見かける」というのは、実際広告をやっているわけなんですね。ところが、そ

ういうほかの質問事項は事実が書かれているんですけれども、私どもの感覚からいくと、政府

の関与が強いというのは、これ、ここに上がっていますけれども事実ではないんですね。事実

ではないけれども、このように事実の中に紛れ込んで質問事項に入ると、アンケートに答える

人はこれも同じレベルで事実だということを前提にマークするんではないかと思うんですね。

そういう意味では、やや答えにバイアスがかかる可能性というのがあって、ちょっとこの質問

の仕方自体がデータとしていかがなものなのかというのが気になるんです。ほかはやっぱり、

恐らく質問されていることの中に嘘が入っているとは思いませんので、ですから簡保は政府の

関与が強いんだと、だから選ぶんだということにややマークをする方に誘導されている可能性

があるんですね。 

 例えば、私の大学をなぜ選びましたかというときに、ミッション系の大学だからと書いてあ

ったとすると、それはミッションの大学なんだと思って丸をつける人がいるんです。ところが、

うちはミッション系の大学ではないんです。うちは別に教団が後ろにいるわけでもないわけな

んです。だから、普通はそういう聞き方はしないわけなんです。事実が並んでいて、事実の中

からどれが要素なのかということを聞くわけですから、こういう質問項目の中に事実ではない

ことが入っているというのは、ちょっと聞き方としていかがなものなのかという気がするわけ

なんです。 

 そこがちょっと１点、これは別に水掛け論になりますので、このアンケートの評価の仕方で

すから、ちょっとそこが気になりましたということ。むしろ逆に私は、この下のラインでいく

と「商品やサービスが良いから」というところにマークがほとんどついていないということで

す。簡保の方ですね、5.3パーセントという非常に低い数字になっていると。そうなりますと、

この後ろの方の部分がパーセプションであるということがだんだん明らかになってきたときに、

それが小さくなっていく比率と同じぐらいのレベルで一番最初の箱の部分を上げていかないと

均衡が保てないんではないかと。むしろ逆に言うと、運営上寄って立つものがないというふう

にも見えるわけなんです。ですから、そういう意味では、このアンケートは簡保保険会社にと

って極めて危機的な状況にあると、商品新規事業を展開していかないと極めて危機的な状況に

あるということを表しているアンケート結果ですというふうに、要するに物語みたいなもので

すから、これをどういうふうに説明するかというと、そういう見方もあるわけなんですね。そ
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ういう点でいくと、ややこのアンケートの結果から、一義的に政府の株が残っている間は新規

事業の展開はしない方がいいという結論には、ややなりにくいのかなという気もするんですが、

それはいかがなものでしょうか。 

○渡邉一般委員長 生命保険文化センターが実施しているアンケート調査ですから、私どもは

参考に見る一つの資料だということで、今回のご質問にストレートに答える資料がないという

ことで提供したという次第でございますから、そういったいろんな見方をしてよろしいんでは

ないかと思います。 

 ただ、これは従来の簡保法に位置づけられたセーフティネットを前提として、国民の意識と

いうのはこういうところにあるということでは、かなり明確なサインだと思うんですね。した

がって、これが変わり得るだろうということは言えると思います。繰り返しになりますけれど

も、今後どう変わっていくのか、来年の10月以降、どう変わるのか、３年後にどう変わるのか

ということを、この聞き方ではなくて結構ですから、しっかりとした分析をしていただきたい

と思います。これはほかの目的でいろんな項目を調査した一つでございますから…… 

○野村委員 これを聞いているのは、民営化後の話の加入動機を聞いているんですね。 

○渡邉一般委員長 今の時点で簡保契約をしてきた方の意識と見た方がいいと思いますね。 

○野村委員 民営化後も何か政府の関与が強く残るかのような、ややミスリーディングな質問

事項になっていて、そうすると選ぶものがかなりほかはないですから、これしか、ある意味で

はそれがあるというふうに信じた上でつけるということになるような気もしますので、これは

政府保証がないんだと、それでも選ぶのはなぜですかというふうに聞かないといけないような

気もするんですね。 

○渡邉一般委員長 これはあくまでも一つの材料としていろんな見方をしていただければ結構

でございます。 

○冨山委員 僕の質問もちょっと、野村さんに近い感じを逆に持ったものですから、要は簡保

の場合、商品やサービスが良いからというのが致命的なくらい小さいので、それでどんどん新

規契約が減っているのかなんて逆に思ってしまったんです。 

 それとあと、逆に言うと、この34.7パーセントは、私もコンサルタントをやっていましたの

でこういうデータは死ぬほどいっぱい読んでいますけれども、裏返していうとまだ誤解してい

る人がこれだけいるということですね。要するにわかっていない人がいっぱいいるから、これ

が逆に下がっていくことは健全なんでしょうね、きっと。 

○渡邉一般委員長 前の議論にもありましたように、新会社となったときに、恐らく契約時に
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セーフティネットのありようだとか、従来とは違うということについては、明確にこれは義務

づけて説明すべきことになると思うんですね。それによってパーセプションの部分の変化とい

うものをより観察できるということでしょうし。ですから、そこはむしろ重要な視点になるん

ではないでしょうか。注意事項でもあるし、説明事項としての重要性も高まるということだと

思います。 

○田中委員長 生保協会の中に、民営化後の簡保が破綻すると、その波に巻き込まれる、保険

契約者保護機構に大きな負担が乗っかってくる、そのときは政府関与してくれと、シナリオ上

そういう話が出ることはないですか。 

○渡邉一般委員長 それは、前回も説明しましたが、この資料の中にありますように、この追

加責任準備金の積んでいるレベルが約８兆円に及んでいるんですね。したがって、旧勘定の部

分と新勘定の部分がどうなっていくかを冷静に見ていく必要があるかと思いますが、少なくと

も今想定されるマーケットレベルを前提に置けば、これは非常に保守的な積み方をしているわ

けですから、旧勘定のところについても安定的な推移をするんです。新会社の方は、これは全

く新しい枠組みとしてスタートする、新しい会社なわけですから、それはセーフティネット上

も既存の生命保険契約者保護機構の枠内で考えていけばいい話で、こういう健全性自体もスタ

ート時点の今の状況からすれば、おっしゃるような懸念はないと思っております。 

○田中委員長 委員会では、民営化後もちゃんと調査し、よく観察し、どういうスキームなの

か、ちゃんとやれというご要請がありまして、私もそのとおりだと思います。この委員会が設

置された理由もそこにあると思いますし、冒頭にあります民間秩序の中に吸収され、民間秩序

の中で仕事をしてもらう、かつての政府企業というものがそういう形で円滑に吸収されている

という姿が民営化の成功ということだと思います。それに関わって必要な調査審議を行うのは

当然、我々の委員会の義務だと思っていますので、その点は十分ご指摘を受けまして肝に銘じ

てやろうと思っています。よろしくお願いします。 

○渡邉一般委員長 どうも今日はありがとうございました。 

○田中委員長 続きまして、全国共済農業協同組合連合会の今尾和実専務理事に伺います。よ

ろしくお願いします。 

○今尾専務理事 前回に引き続きまして、こういう機会を設けていただきましてありがとうご

ざいます。 

 私の方からは、ペーパーに基づきまして、全面的な形にはなっておりませんが、私どもが一

番意識している項目につきましてご説明させていただきます。 
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 まず、政府出資についてでありますが、問題認識として、生命保険なり共済は、長期間の契

約が多いわけでありまして、それを実施する主体の会社の信頼性が、契約者、加入者にとって

は選択時の重要な要素でありまして、郵便保険会社が日本郵政株式会社からの出資によって間

接的ながらも政府出資を有するということは、信頼性の面で大きなプラス材料となって、競争

上の優位性を持つというふうに考えております。 

 私どもの加入者に対するアンケート調査なんかを見ていましても、共済・保険の加入先の選

択理由の１、２番目は、当然のことながら商品の価格なり保障内容ですが、第３位に会社の信

頼度というのがアンケート結果でも挙げられておりまして、上位３つの中に信頼性というのが

ある以上、やっぱり、具体的にどこがということではありませんが、消費者から見たイメージ

のレベルではありますけれども、プラス材料ではないかということでございます。 

 それから２つ目に、旧契約の個人契約情報。これは、私どもでは組合員相手ということでや

っておるわけですが、共済・保険の営業の大きな要素として、既加入者に対する重ね売りです

とか、新商品が出る場合は既加入者に真っ先に案内していくと。こういうのが共済・保険営業

の大きな要素になっております。したがって、旧契約と新規の個人情報を遮断するといっても、

やはり、例えば限度が引き上がれば、既に入っている方に限度が上がりましたよという案内を

いたしますし、新商品が出れば、今までのお客さんに対して新しくこういう商品ができますと、

こういうような販売が大きな要素となっておりますので、旧契約の個人情報の取り扱いにつき

まして、そこがどういうふうに遮断できるのかということについて、実践的な意味で懸念が残

らざるを得ないというふうに思っております。 

 そのことが、ここの非常に難しいテーマでありますが、２ページの一番下に、「旧契約の個

人情報を利用する以上、完全民営化までの間の措置として、新規業務を控えていただきたい」

と、この部分だけ見ると非常に厳しい言いぶりになっておりますが、それは、先ほど申し上げ

た趣旨からでございます。 

 それから、３点目で、旧勘定のことでありますが、問題認識としまして、郵便保険会社が受

再する旧勘定からの利益、これが新会社に寄与するということになりますと、例えばより低廉

な保険料の新商品開発がそのことによって可能ということになると、競争条件に大きな影響を

及ぼすのではないかという問題認識でありまして、旧勘定からの利益の取り扱いの措置につき

まして、（２）に書いてありますように、明確な区分経理等の措置を講ずるとともに、その区

分経理等の状況をディスクローズしていただきたいということであります。 

 それから、旧契約から生じた過去の利益の累計というのは、旧契約の貢献分として再保険す
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る際に区分されるということだと思いますけれども、そうしますと、例えば、民営化新年度か

らの再保険契約によって、旧契約の契約者勘定、責任準備金等の資産があるわけですが、その

資産の運用から新たに生じてくる利益の処分はどうするのかと。 

 こういったようなことも明らかにされるべきではないかということで、具体例として（２）

の３行目にありますが、管理機構に還元されない旧勘定の利益が新規に出てくるような場合に、

郵便保険会社において旧勘定に利差損が生じた場合に備えて、例えば区分して積み立てておく

と、こういったようなことなどで、あくまでそれは旧契約の持ち分だというふうな活用を考え

るような区分の仕方をしたらいかがでしょうか、ということでございます。 

 それから、４点目の郵便局の活用については、前回申し上げたとおりでありまして、地域の

ニーズ対応や契約者サービス保持の観点から、私ども農協はそれぞれ別法人でありますので、

各ＪＡの判断において、過疎地域などでの店舗の相互活用等、郵便局会社との連携の可能性は

考えられるということで、これは前回申し上げた内容でございます。 

 以上、簡単でございますが。 

○田中委員長 ありがとうございます。 

 それでは、質疑に移りたいと思います。 

○冨山委員 旧契約の個人情報のところなんですが、これは２つ議論がちょっと混ざっている

かなと正直感じておりまして、個人情報保護の観点からこの新旧の関係をどうすべきかという

のは、個人情報保護法、あるいは消費者保護の観点の問題ですね。その問題とイコールフッテ

ィング的な、公平な競争が確保できないという問題と本質的に私は全く別個の問題だと思って

いるんですが、どちらのスタンスで議論されているのか、全体的に見ていると後段の方のこと

をおっしゃっているのかなと思っているんですけれども。 

○今尾専務理事 私どもの考えは、やっぱり「競争条件」という切り口でしか、旧のお客さん

の情報でもって新会社が営業活動していくということがいかがかと、こういうレベルでしか整

理しておりません。 

 個人情報保護のことについて言いますと、多分一般論としてあるのは、郵便局なり、銀行業

務なり、郵便業務、これら相互の、という面もあるかと思いますが、その部分については、あ

えて私どもなりの分析整理はしていないんですけれども。 

○田中委員長 民営化法案を議論した国会審議で、民営化に反対される多くの国会の先生方が

言われたことは、郵便局というのは地域社会の中に深く根付いているので、これが簡単に廃局

なんかになったりすれば日本のコミュニティが壊れてしまうと、そういうことをどう考えるの
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かということでした。ということは、ここで言う旧契約の個人情報という類の話は、もしそう

いう国会で議論されたようなことが事実だとしますと、旧契約の個人情報というふうに言うと

あれなんですが、一体としていろいろあったんだよなと、それを無理やり民営化というので切

ってしまうのかという中で行われた議論からすると、新しい保険会社も、それはやっぱり歴史

的に流れてきているものの中であるんだろうというのはありますね。それを事改めておっしゃ

った重ね売りというような具体的なセールスの個別の手法について、例えば委員会にもしそう

いう異議が業界から出たとすると、旧契約に基づく個人情報が新会社においてどういう形で使

われると、どういう意味で不公平なのか、市場の競争を歪めるのかという具体的な話として議

論がもし問題提起されるとなると、来年10月以降、それは多分それがどういう意味で公正競争

を歪めているのかという視点から、この委員会でも議論することは、私はあるんだと思います。

そういう抗議が来れば。どういう条件ならばどうなのかということなんだと思うんですが、た

だ、冒頭申し上げましたように、やっぱりコミュニティの中に定着しているんだよなという議

論からいくと、そこのところはなかなかこれ難しいですね。 

○今尾専務理事 委員長がおっしゃったのは、私どもの組織に振り返ると非常に難しい話です

ね。 

○冨山委員 忘れようと思っても忘れないですよね。 

○今尾専務理事 農協の場合は特に営農中心なのですが、組合員との関係自体は生活全般なも

のですから、同じ組合員に、信用事業や共済事業という、それぞれ銀行法なり、保険業法なり

に準拠した法制の下で事業を多面的にでやっていると、その部分についてどういうふうに遮断

するのかというのは大変難しい議論で、その点ではちょっと今回、あえて私どもなりにそこは

どうなんだというふうに言い切れない、どう言い切れば良いか分かりませんが。 

 私どもなりにもどこが公正かということをもっと分析しなきゃいかんと思うんですが、むし

ろそのことよりも共済事業をやっている立場として、先ほどとは別の議論として、例えば限度

を2,000万円にしますといった場合に、既加入者は現在、1,000万なり1,300万ですね、保障金

額が。その方を2,000万に、あと700万保障を引き上げられますから引き上げますよというと、

その時にでき上がった2,000万の契約は新の勘定の方に入るのか、旧なのかと、こういう話が

出てきて、そこはもうちょっと私どもなりにも詰めないと、こういうふうにぐっと上げれば良

いといった筋道がなかなか、ちょっと今日の段階ではこういうふうにすればというのが作り出

せませんが、そこはやっぱり何らかのラインを仕切らないとまずいのではないか、という意識

でございます。 
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○冨山委員 競争上の優位性につながるものを一切使うなんていうことになっちゃうと、「郵

政」という言葉が一切、民営化後に使われるのはおよそけしからんという話になっちゃいます

ね。際限なくなっちゃうんですね。 

○今尾専務理事 ただ、最低限のことは分かるんです、契約の保全がありますから。来年お客

さん満期来ますよとか、それから先月の保険料が入っていないのでこのままだと契約失効しま

すよとか、失効者に対する復活の督促を出すとか、そういう管理業務は必要だと理解しており

ます。 

○冨山委員 セッティング業務上は、逆にお客さんも困っちゃいますね、それがないと。 

○野村委員 具体的に言うと、そのときの通知に新しい契約のパンフレットとかは入れるなと

いう、そういう話になるわけですか。 

○今尾専務理事 そう思います。非常に現場でやりにくいでしょうけれども、それをやらない

とどこから新会社ですか、新契約ですかと。 

○冨山委員 お客さんから逆に電話が来て、電話かけますよね、私が、私も簡保入っています

けれども、それでどうしましょうと相談したときに、相談を受けちゃいけないんですか。それ

は受けないわけにいかないですね。それで、これは旧契約ベースのやりとりなんで、ここでは

お話ができません、がちゃんと切られたらお客さん怒りますよね。 

○今尾専務理事 しかし、そこを厳密にしないと、今度は旧勘定と新勘定でどういうふうに区

分されているんですかということになります。 

○冨山委員 だけど、満期でお金が返ってくるということになると、次またどうしましょうと

いうことに普通…… 

○今尾専務理事 このことの交通整理は、限度額引き上げのときに整理すべき事柄だと思いま

す。多分契約の転換制度はないと思うんです、私の論理からするとあり得ない。そうするとあ

るのは、解約して新規に入るというのはあるのかなとか、その場合、そういうケースを想定し

てどういうふうにそれを区分したらいいかというケーススタディをしないといかんのかなと思

いますけれども。 

○冨山委員 お客様は同じ人ですからね。 

○田中委員長 旧勘定について、もし３ページの（２）に書いてございます「区分経理等の状

況を広く一般に、分かりやすく情報開示すべきである」と、ここに限定していただくんだった

らおっしゃるとおりで、これはまさにそうですね。この話はベストだと私は思いますが。 

○冨山委員 基本的に、元々ビジネス界にいるせいか、顧客不在の議論はやらない方がいいと
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思うんです。顧客というのは、要は今入っている人、それは共済に入っている人もそうだし、

顧客の立場で議論しなきゃいけないし、そもそも公正競争は競争を委ねるという議論はだれの

ために議論しているかというと、別に業界のために議論しているわけではないんですね、これ。

業者のために議論しているのではなくて、これは全部消費者のために議論しているわけで、お

客さんの立場でどうするんだろうという、そこでぴんとこない話というのは、すごく供給側の

論理に立ったら変な話、業界の非常に身勝手な議論に聞こえちゃうんです、正直言って。今、

私がお客さんの立場で問い合わせたときに、そこはだからできませんとか、うちでは答えられ

ませんとかとたらい回しにされた日には、そんなのおまえら、業界の勝手だろうと、その辺の

話は、何でこっちが迷惑受けなきゃいけないと思っちゃったりしませんかね。 

 だから、今、委員長が言われたように、３ページの議論は全くそのとおりで、顧客の立場で

はこれは絶対やってもらわなきゃ困るんですけれども、顧客不在の議論になっちゃうとちょっ

と正直言って私、何となくえっと思っちゃうんですね、正直言って。 

○今尾専務理事 そうしますと、郵便保険会社が新商品開発をして、旧契約者に販売していく

ということになりますよね。それは民営化のけじめというのをどこで詰めていくかということ

と同じにならないでしょうか。当然、営業サイドからすれば、冨山先生のところに「私どもが

今度第三分野の医療保険を作りましたと、是非利用してください」という話になりますけれど

も、それではどこで「民営化」ということのけじめをつけるんですかと。 

 そうなると、一番簡単なのは、２ページの一番下に書いてあるように、完全民営化までの間

に新規業務を控えていただきたいと、そういうことであれば、そういう問題は起きないわけで

すね。 

○田中委員長 もし新勘定で、無診査の保険を中心として旧来商品に特化するということを自

主的に決められることだってあるわけですね。だけど、そうでない意思決定をしたいというふ

うに言われたときに、新規業務は一切だめというふうにはなかなか言えないですね。 

○今尾専務理事 業界からすると、なし崩しにそこでされていっちゃうんですね、というふう

になるような気がするのですけれども。 

○田中委員長 なし崩しと言えばなし崩しですが、一方で、合理化も十分できないでいるとい

う、そういう体力のところから出発されますので、株式完全処分を10年以内にやれというホー

ムワークからいくと…… 

○今尾専務理事 あるいは、民間の保険・共済団体からしますと、完全民営化までの間は私ど

もの商品を使ってください、というのだってありますね。 
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○田中委員長 そういう提携はありますね。それはおっしゃるとおりです。その提携はありま

す。 

○冨山委員 ちょっと論理にこだわっちゃうようなんですが、国営、国家保証のときに築き上

げられた顧客基盤を使うことが競争上不当であると考えるのであれば、これは論理的には完全

民営化されようがされまいがそういう顧客基盤なんですね。 

○今尾専務理事 それは既存の、今持っている商品の範囲であれば、まだ…… 

○冨山委員 そういうものなんですね。暗黙の政府保証の議論というのは、ある程度、完全に、

明確にリンクするというのはわかるんですが、ここだけのロジックでいっちゃうと、それって

何かどうして完全民営化以降がいいんですかと逆になっちゃうんですよ。どちらかというと、

暗黙の政府保証が、政府の株が残っているうちは某かあるんじゃないのという議論は、それは

それで本来科学的に議論しなきゃいけないんだけれども、論点としてあるのはわかるんですけ

れども、国営、国家保証云々となっちゃうと、それはさっきちょっと言いましたように、簡保

というブランドもそうだし、郵政というワーディング自体がそうなわけで、そのうちとりたて

て顧客基盤だけでもし問題にするんであれば、だとすれば、そういったような個人情報保護の

関連があるから何かおっしゃっているのかなと思って冒頭の質問があったんですね。特別な配

慮を要する領域だから考えてくださいねということで、それは非常に趣旨としてもわかるしと

思ったんですよ。すみません、失礼なことを言って申しわけないんですけれども、議論を整理

した方が混乱しないと思ったので。 

○田中委員長 冨山さんのおっしゃることでわかるのは、やっぱり簡保というのは巨大な共済

という面がありますね。だから本当に一緒なんですね、恐らく。契約者の受けとめ方も、商品

のこれまでの定着の仕方も、農協共済でやってこられたのと実は物すごい類似性があるので、

これは民営化するときに、そことどういう関係に入れるのかということを考えられる、非常に

真剣にこの問題を考えられるのは私もよくわかるんですが、どういう形があり得ますかね。 

○今尾専務理事 完全民営化までの間に、新商品も限度額の引き上げもしませんということで

あれば、これはクリアされちゃうかもしれませんね。だけど、そこは経過点ですよ、という話

になったときに、やっぱり既にいるお客さんに勧めていくということになるんじゃないかと。

あるとき突然、新会社が別のお客さんを相手にするということはないわけでして。 

○田中委員長 それはわかりませんよ。やっぱり経営陣の顔ぶれを見ると、それは保険商品を

設計して一挙に打って出たいと考えて、もちろんこれまでの旧契約者の方にも評価してもらい

たいと思っておられるでしょうし、全然違うところにも打って出たいと考えられるんじゃない
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かと思いますけれども、ただ問題は、イコールフッティングの話がそこで係ってくるわけです

ね。 

○野村委員 この顧客情報の話、先ほど富山委員がおっしゃっておられたんですけれども、民

営化は国の都合でやっている話なんですね、ある意味では。お客さんの方は別に民営化された

から自分に対する提供されるサービスが劣化することは希望していないわけで、もし従来どお

り、民営化される前の簡保が、仮に法改正等があって新規業務を展開するようになったら、そ

れは当然自分にいち早く教えてもらえるだろうし、自分が購入するときに購入しやすいサービ

スを受けられるものというふうに考えると思うんですね。それが、たまたま民営化が行われる

ことによって、旧勘定、新勘定の区分をきちんとしなきゃいけないという話になり、それどこ

ろか、この勘定分離で解決しようとしていたものを越えて、過去のものは一切使っちゃいけな

いという論理になるのかどうかというのは、もうちょっと精査してみなきゃいけないところが

ありまして、そうしないとかえって顧客に対してしわ寄せが行ってしまうという可能性もある

と思うんですね。 

 つまり、なぜ新勘定、旧勘定を分離したのか、その政策目的の範囲内においてそこの部分を

限定的に勘定の分離をすることはあると思うんですけれども、分けたら一切過去のものは使え

なくなるというふうにいう論理なのかどうかというのはちょっとまだ詰め切れていないところ

もありましてわからないんですけれども、もうちょっとそこのところは細かく分析していく必

要があるんじゃないかなというふうに思うんですね。 

 それがちょっと一点なんですけれども、ちょっと別なことを伺ってもいいですか。ＪＡ共済

さんが一般のＪＡさんですね、各地にあります、その窓口で共済を売ってもらうときというの

は、これ代理店というような形で手数料を払って売ってもらっているということになるんです

か、そこの関係をちょっと教えていただけますか。 

○今尾専務理事 若干、歴史的に違っているんですけれども、かつては農協から全共連が再共

済契約を結んで受けていたと。その場合は、保険料に相当する共済掛金の全額をまず農協が預

かって、それで事業費に相当する付加部分をとって、その余をすべて再共済に出すということ

でございます。 

 今はどうしているかというと、契約形態が個々の農協ごとということですと、農協破綻だと

かいろいろリスクがありまして、共同引受という形にしているんです。農協と全共連の共同引

受、実際の掛金構成は、以前と変わっているわけではありません。農協が必要な付加保険料は

幾らか、連合会が必要な付加保険料は幾らかと。危険に見合う保険料というのは全部全共連が
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持つという形です。 

○野村委員 その図式を前提にしたときに、仮に郵便局会社さんの方を共済の販売窓口として

使おうと思ったときは、これは今度は代理店契約を結ぶということになりますか。 

○今尾専務理事 代理店になります。代理店契約を結んでお願いすると。 

○野村委員 今、共済は一般にそういう代理店契約を結ぶことは許されていたんですか。 

○今尾専務理事 今は、一昨年の農協法改正の中で、自動車共済と自賠責共済を代理店で取り

扱えるというふうになっていますが、それ以外は認められておりません。 

○野村委員 建更とか、そういう商品は売ってもらえないという、もし先ほどの、仮に店舗共

有というんでしょうか。例えば農協さんの方がむしろ逆に縮小してその局を使うというふうに

なったときは、そのあたりの制度改正が必要ということになりますか。 

○今尾専務理事 既に自動車共済と自賠責共済を代理店に出せていますので、その延長上の整

理としてできる可能性もあるかな、というふうに思っております。 

○野村委員 生命共済とかはもちろん…… 

○今尾専務理事 だから、郵便局に農協共済の代理をしてもらおうというときは、生命の代理

なのか、建物なのか、自動車関係なのかという、そういう整理をしてやっていくということで

すね。 

○冨山委員 商品的にはチャネルを多様化して、元々簡保が持っている商品とは大分違ったも

のをラインナップして出せるんですか。 

○今尾専務理事 出せます。 

○野村委員 先ほど共済の場合は営農を中心、ＪＡの場合は営農を中心で、あるいはよく推進

という活動をされたりしますね。ああいうようなものが共済の販売にとって、もしかなり重要

なウエートがあるとすると、単に代理店として郵便局を使うというのはやや難しくなる可能性

もあるんですけれども、そういうことはありませんか。 

○今尾専務理事 したがって、前回も言いましたけれども、農協が郵便局に代理店やってもら

うという場合、私の頭の中の想定は、農協ごとの判断だと思うんですけれども、離島ですとか、

それから中山間地の過疎地ですとか、そういうところから始まるんだろうなと思っていますけ

れども。 

○野村委員 そういうときは、郵便局の方に、例えば肥料とかそういうものの販売の業務も委

託するというようなイメージですか。 

○今尾専務理事 私どもの組織は、そういう部分は全農ですと、ヘッドは。銀行業務は農林中
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金ですと、保険はうちですと、こうなっていますから、それを全部やっているところは地域の

農協しかないわけで、野村先生が言われたような広がりが必要だと思うんですけれども、それ

をどこの局面で整理していくかということになりますと、金融・保険のことだけを検討してい

る視点では不十分かもしれません。 

○田中委員長 １つの船に幾つもの課題を乗っけるというのは大体うまくいかないので、１つ

の船には１つの課題を乗っけるということだと思うんですが、そうすると、この郵政民営化と

いう船に乗っけて船出させるのは、この保険業法の下において新たな保険会社で行けと言って

いるわけですから、この船はこの船で出立するわけです。ＪＡ共済にはＪＡ共済が抱えておら

れる課題があるし、展望があると。たまたまそれが乗り合える場合もありますけれども、シナ

リオ上はほとんど乗り合わないケースもありますよね、これから。その場合に、イコールフッ

ティングという競争の問題になるわけで、そういう意味で言うと、乗り合えればお互いメリッ

トがあるから乗り合うんですが、それぞれの船と目的地があるという、たまたま近所にあるだ

けだということになると、なかなかそこはおっしゃるように、これをつくれればいいと言って

もそれは嫌だというか、条件が合わないということはあるわけですね。そのときはどういう立

論になるんでしょうか。やっぱりここに出ているように、全額株式処分の前までは新規業務や

るなというのが、基本的な主張になるわけですか。 

○今尾専務理事 多分に事業主体側の主張というふうに受けとめられても、それはやむを得な

いんだけれども、競合という視点の方が強いですね、はっきり言いまして。 

 それは、多分、簡易保険さんが今までずっと小口の商品で国民全般に簡易にという、こうい

うところからスタートして、これから飛躍なさろうということですから、既存の保険・共済業

界は、そこは今まで私どもで十分やっていますよという、こういう論法にならざるを得ないと

思います。それで、だけども、条件を全く同じにすれば、それは当然ですね、という逆の論理

になるんですけれども。 

○田中委員長 ご主張の中で、幾つか既に指摘したような、我々が指針としなきゃいけない話

もあるんですが、なかなかこれから方針をつくる上において、今尾さん達をどうやって説得す

ればいいのかという論点はあるように思います。今日は一応よろしいでしょうか。どうもあり

がとうございました。 

 続きまして、欧州ビジネス協会のポリシー・ディレクター、ヤコブ・エドバーグさんに来て

いただきました。10分程度お話を。 

○ヤコブ・エドバーグポリシー・ディレクター どうもありがとうございました。またこの機
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会を与えてくださってどうもありがとうございました。 

 私ども欧州ビジネス協会にご送付いただいた質問事項に基づいて私ども欧州ビジネス協会保

険委員会の考えを述べさせていただきます。 

 最初に、関心になっているかと思いますけれども、暗黙の政府保証に対する見解について、

基本的に、優位性の観点において、政府が株式を保有し続ける限りは、消費者が抱く暗黙の政

府保証という意識が残るだろうという考え方でございます。やはり政府が出資者でいることに

より、郵便保険会社に損失が生じた場合には、政府という信用力の高いところから何らかの形

で補てんがあるだろうと期待する消費者が中にはいると考えられます。その根拠としましては、

いろんな調査が出ているかと思いますけれども、簡易保険の加入の理由としましては、今年の

調査でも、政府保証があるから魅力的に感じるという消費者が19.1パーセントいるという、は

っきりとした調査があります。そういうことを払拭するため、どういう措置や数値をとればい

いかについてですが、やはり消費者の認識を変えていく必要があるというふうに考えておりま

す。１つの具体的な施策としては、政府の保証がないというようなことを、明記する必要があ

ります。さらにそれをパンフレットで説明することを求めることが必要ではないかと思います。

また、政府として、消費者の認識はどうなのか、郵便保険会社が本当に戦略的にブランド力と

して政府の保証というようなものを扱っていないのかというモニタリングも必要ではないかと

思います。セールストークまで規制することは難しいと思いますけれども、組織的に政府の安

心とかそういった言葉を使用するということはモニタリングをするべきではないかと思います。 

 規模における優位性についてですけれども、ほかの民間保険会社と比べて規模は非常に大き

く、整備されたインフラを利用しています。郵便保険会社は営業で優位性があり、既に整備さ

れた営業上のインフラを持っているという点で民間保険会社と違うというように認識しており

ます。10月18日に公正取引委員会において話があがったかと思いますけれども、大体私ども同

じ立場であって、アンチトラストみたいなところとは関係してくると思いますけれども、それ

プラス、これは政府として、政府の保証のもとでつくられたネットワークであるので、この辺

は非常に重要であると。あとは、顧客の基盤というのは、これもやはり政府の保証のもとでつ

くられたものですので、そのまま新しい民営化された会社が使うのは不公正だというふうに考

えております。そうすると、規模の優位性に対する対応策として、できるだけ郵便局や郵便銀

行といったネットワークを開放する場合は、他の民間の生命保険会社が使えるようにしておく

必要があるかと思います。あとは、ネットワーク窓口会社か、もしくは郵便保険会社が、ほか

の民間生命保険会社の商品を扱う場合には、やっぱり透明なプロセス、その評価基準、評価結
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果は非常に重要であり、それを公表することも重要であると思います。最後になりますが、簡

易保険契約の顧客情報を保全業務以外に自由に使用することに加え、アクセスができないよう

にシステム的に制限させることが必要であるというふうに考えております。これは、個人情報

保護法で、例えば簡易保険と郵便保険会社とを別の単位として見ていれば、その情報を自由に

移すことはできないと考えます。 

 続いて、区分経理とディスクロージャーに対する意見ですが、競争条件を確保するための措

置が必要であると考えております。特に、簡易保険契約の内部留保の取り崩し益を新しい郵便

保険会社に付け替えることを制限、禁止することが必要であるというように思います。また再

保険契約のディスクロージャーも徹底的にやらないといけないと思います。これは、郵便保険

会社と郵便貯金・簡易生命保険管理機構との間での再保険の契約がどのようになっているか、

不公正な取引は行われていないのかということを監視する必要が重要であるというようにに考

えております。 

 また郵便保険会社の業務運営に対しての見解についてなんですけれども、イコールフッティ

ングと業務運営の健全性を確保する観点から、民間保険会社と全く同じ規制をとる措置が必要

であると思います。一般的に民間生命保険会社に要求される個人情報保護の措置、そして保険

契約募集におけるコンプライアンスの体制、これは様々な法令や専門知識のスキームの習得と

か、普通に民間生命保険会社に認められている要請を、全く同じように郵便保険会社にも適用

することが必要であると思います。保険契約の査定や引き受け、支払い体制の整備、そしてま

たリスクの管理体制、そういったものについて金融庁の監督、監視その他の規制上の措置をす

べて全面的に適用するべきであるというふうに思っております。皆さんが関心をお持ちの新規

業務をどのように考えるかといいますと、そのインフラにおいて圧倒的な優位性をもつ新しい

郵便保険会社にすべての新規業務を認めた場合、その競争条件が同一に置かれていない民間生

命保険会社への影響は無視できません。これは大変なことになると思います。新規業務が民間

生命保険会社に与える影響を慎重に分析する必要があると思います。ただし、ネットワークへ

の公平なアクセス、郵便保険ネットワーク会社が扱う商品、そうした点において公平な競争環

境が整備された場合、新規業務については、もちろん自主性があるというふうに思っておりま

す。ただ、それはすべての健全な競争環境の中で、一民間企業として新規事業はそれぞれの対

応に任せるしかないというふうに考えております。 

 最後の質問ですが、プラス面で、これは危ないことばかりではなくて、やはり民間生命保険

会社としましても民営化というのはチャンスであるということも考えます。資産運用や、新商
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品開発、何らかの業務提携を行って、民間企業、民間生命保険会社が郵便保険会社と一緒に商

品開発を行うことも考えられますし、逆に郵便保険会社が開発した競争力のある商品を民間の

生命保険会社で取り扱うことも考えられると思います。できるだけオープンなネットワークや

再保険といったもののすべてにおいて競争環境が確立されれば、いろんなチャンスがそれぞれ

の民間企業にもあると思います。私どもは、政府が保証して築き上げたネットワークである郵

便保険会社は、ある意味ではパブリックグッズとなります。基本的な考え方としては、今後は

民営化後、民間生命保険会社がそれにアクセスして、新しい商品を提供することができればと

いうように考えております。 

 以上でございます。 

○田中委員長 どうもありがとうございました。 

 質疑に移りたいと思いますが、３ページの下にポツが３つあります。ネットワークの開放と

いうお話があるんですが、来年10月からは完全な民営会社として発足するんですね。基本的に

はそこでは私的自治といいますか、契約自由の法則で動くわけですから、契約を通じてこれは

売りたいと郵便局が考えたり、あるいは共同開発したいというふうに考えるということは当然

ですが、でもそれは私的自治の範囲の話でして、何かあらゆる人に開かれていなければいけな

いということではないんだと思うんです。だから、これは当事者が契約を通じて実現していく

ことになります。関連企業同士については、その取引については、この郵便保険会社は上場を

前提としていますから、上場するときには東京証券取引所がその企業の関連会社との取引につ

いてどういう取引が行われているかについて会計士の監査があって、それを準用しながら東京

証券取引所は、その企業の価値が大きく何らか別の利用によって揺らぐことがないことを一つ

一つチェックすることになります。 

 ですから、ここに書かれている、何かみんなでつくったものだからみんなで使うということ

ではなくて、確かに株式を完全処分したときに、国庫にたくさんお金が入った方がいいなとい

うように納税者は思っていますけれども、でもそれは投資家が決めることで、ですからネット

ワークもそういう視点から議論され、そういう形で議論するように、民営化という手段を日本

政府は選んだわけです。民営化した以上は、民営化した企業と基本的には契約を通じて結べる

ものは結べるし、契約が成立しなければ結ばないという、ごく普通の世界に入ってくると。そ

こに独禁法上の問題があれば独禁当局が入りますけれども、基本的には契約当事者に任される

ことなんだという了解をしていただいた方がいいと思うんですけれども。 

○冨山委員 独禁法の一般法規がすぐ規制するのであって。 
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○ヤコブ・エドバーグポリシー・ディレクター それは逆に、競争上の違いか何かにそうする

ための独禁法の話になると思いますが、ただ、完全に自由化させるわけですが、これは、ネッ

トワーク会社がどこと契約を結べばいいかというようなことについて不正なところがなく、郵

便保険会社だから有利にするとか、裏の働きかけやそういったこと、自動的にアクセスが確保

されるということ自体が危険であるというように考えております。 

○田中委員長 それは自己規律としてやられると思いますし、上場に当たっては当然厳しい目

線がそこには向けられます。投資家の利益が、そうした裏側の何か特別な事情によって損なわ

れることがないように極めて厳しい目線が。我が国の資本市場を信用してください。 

○ヤコブ・エドバーグポリシー・ディレクター ただ、その独占的なところも投資家にしてみ

れば魅力的なのかもしれませんが… 

○冨山委員 だから、それはいわゆる公正取引に関わる一般法規のディシプリンと、今委員長

が言われた一方でマーケットディシプリンと、この２つのディシプリンにさらされるというこ

とが民営化の趣旨ですから、その中で行われていくというのが正しいわけで…… 

○ヤコブ・エドバーグポリシー・ディレクター それを保証していくというような話。 

○冨山委員 それを越えて、別の次元で、例えば委員会の立場で干渉するというのは逆にあれ

でしょうね、政府も逆に過剰干渉になりますから、それは多分おかしいんだと思うんです。 

○ヤコブ・エドバーグポリシー・ディレクター おそらく同じ意見だと思いますが、新たな独

占をつくるということは避けた方がいいと、これは危険であるということです。 

○田中委員長 ご指摘いただきましたが、模範的な民営化はやりますから。 

○野村委員 恐らく、法律的にはアームズレングスルールがちゃんと確保されているかどうか

ということがチェックポイントで、それからあと、独禁法上は不当な取引制限になっていない

かどうかというチェックが入りますので、もしそこが不正な取引制限、談合みたいなのがよく

典型になりますけれども、カルテルが結ばれているとか、ああいったようなことがあれば、そ

れは法律上、公正取引委員会からチェックが入りますので、そこは一般論かなと。もしこのご

主張が、委員長おっしゃられたように、全員が必ずそこを使わなきゃいけないということ、そ

ういう制度にしなきゃいけないということではないという、全部並べなきゃいけないわけでな

いということだけで確認させていただきます。 

○ヤコブ・エドバーグポリシー・ディレクター わかりました、それで結構です。 

○野村委員 それと同じような意味では、５ページのところなんですけれども、これは制度の

設計の前提で、今回新しく民営化されます郵便保険会社は、通常の保険会社ですので、金融庁
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の全面的な監督下に入りますし、金融庁がダブルスタンダードで扱うということはないと思い

ますので、ここはご主張のとおりになるだろうというふうに私どもは理解しております。 

○ヤコブ・エドバーグポリシー・ディレクター ありがとうございますと言うしかないです。 

○野村委員 それは制度上そうなっていますので、もし運用の面で何らかのバイアスがかかっ

ていて、例えば特別扱いされているんじゃないかということがあれば、それはクレームが当然

方々から出てくることになるんだろうというふうに思いますので。 

○ヤコブ・エドバーグポリシー・ディレクター 質問されたのでお答えしましたということで。 

○田中委員長 了解しています。 

○野村委員 それから、２ページのところで、まさにご指摘いただきましたけれども、消費者、

販売のときにセールストークとかで、本当は政府の保証がないのに、この商品には政府の保証

がありますよみたいな間違ったセールストークで顧客に販売しているというような事態が起こ

っていないかどうかをモニターすることは非常に大事だと、私もご指摘のとおりだというふう

に思います。ただ、それもまた金融庁自身が、それは誤解を生じしめるような間違ったセール

ストークをしている場合には保険業法に違反すると指摘することになり、保険業法300条で処

分されるということになると思いますが。 

○ヤコブ・エドバーグポリシー・ディレクター それは理解しているのですけれども、これは

やはり言うことと、制度はこういう機能をしているのだから、実態とは話は別かと思います。

これは特に安心とか、いろんな、もちろん間違ったものを政府保証というようなことは多分言

わないでしょうが、でもそれと同じような感情的なものにつながるというようなこともあるわ

けです。ですから、そのブランド戦略としてきちんとした説明をまずは行って民営化された普

通の民間生命保険会社であるということと、あとは、やはり保証はないということも言わせる

ことが重要ではないかと思います。これはある程度、認識の話ですから白黒ではないというふ

うに理解しております。 

○野村委員 私どももそこは同意見です。やはり何も言わないのではなくて、むしろ、自分達

の方には保証がありませんということを積極的に言うべきだというふうに思っています。 

○ヤコブ・エドバーグポリシー・ディレクター あともう一つですけれども、株保有というよ

うな議論があったかと思いますけれども、それ自体には、株を持っている人達に対して売れと

かというような話を言える立場にはありません。ただ政府が株を持っていることについて、ど

ういう理由で持っているのかということも説明していく必要があると思います。やはりどうし

ても、政府が株を保有しているので何か問題あるときに政府が助けてくれるんだろうというよ
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うなことが当然にあり得ると思いますし、認識上でそういう受けとめ方はあり得ると思います

ので、その点を明確にして、どうして持っているのか、という説明を行う必要があるというふ

うに考えております。 

○冨山委員 自主的に可能な範囲で迅速に売却してくるんですね。 

○田中委員長 国はそういうものに関与しませんと、民間の競争秩序に委ねますということを

決めたと、民営化を決めたということはそういうことなんです。ですから、たまたま国が最初

100パーセント、それから段階を踏んでゼロにするんですが、たまたま持っているのは、株式

市場に余分な負担がかからないようにうまく円滑にいくようにとのことなんです。出したいけ

どまだ持ってなきゃいけないということなんで。 

○ヤコブ・エドバーグポリシー・ディレクター それはわかりますけれども、それは一般的市

場でそういう受けとめ方をさせるのも必要だと思います。 

○田中委員長 それがこの委員会の役割でもありますから。 

○野村委員 ＩＰＯをしないと売れませんので、まずＩＰＯをして、市場で売却可能になって、

それをなるべく早くしようと思っているわけですから。 

○田中委員長 ですから、おっしゃるように、日本政府がそれを何度もこれから繰り返し言う

わけです。政府がたまたま株式を持っているのは、今までは政府が関与した国の事業だったか

ら国が持っているだけで、民営化する、株式を完全に処分するということを決めたということ

は、民間の競争秩序に委ねることで、経過的に持っているに過ぎない。したがって、何か問題

が起きたときに、政府が株式を保有しているから、その金融企業と契約関係にあるところの損

失を補てんしてあげますなんてことは一切考えていませんということを言い続けるわけです、

日本政府は。ですから、それはどうぞご心配なく、それで民営化を通したんですから、大騒ぎ

して。 

○ヤコブ・エドバーグポリシー・ディレクター あとは新規業務の話ですけれども、その中で

上場するためには新規業務を行う必要があるというような質問をされているわけですけれども、

まずは公正を確保すべきです。不公正まで許して上場するのかということになると、考えてい

ただきたいことは、やはり、ディスクロージャーの話になっていくかと思いますが、前のとこ

ろから新しいところへ持っていくためには、できるだけその理由を、逆にもっと政府として説

明していくということが必要だと思います。それはなぜかということを、ほかの民間生命保険

会社と違ってこういう特別措置が必要なのだという理由をきちんと述べていただけたら、それ

はそこからの話ではないかというふうに考えております。 
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○田中委員長 古い勘定についても利害当事者はいるわけですね。旧契約者がいるわけですか

ら、旧契約者が、これはだれに帰属するものかについて彼らは判断する権限を持っていますか

ら、ですから、そういう中で具体的に決まっていく話です。ステークホルダーが現実にあって、

その中で決まっていきますから、勝手にどこかに付け替えたりできる性格のものではないわけ

ですね。 

 だから、もちろんマネージメントをするフィーは新会社がとりますけれども、しかし、どこ

にそれが帰属するかについては、日本の中においてもステークホルダーがいっぱいいますから、

そういう中で透明性があり、皆の納得が得られる形でこの問題は処理されると。日本の民主主

義の問題です、これは。 

○野村委員 ちょっと教えていただきたいんですけれども、ヨーロッパの中には、国が株式を

保有しているビジネスエンティティーというのは結構あるわけなんですね。そういう企業が他

のＥＵ諸国で他国の企業を買収したりしているというケースも多く見られるわけなんですけれ

ども、そういうものに対してヨーロッパというのはあまり抵抗を感じないものなんですか。 

○ヤコブ・エドバーグポリシー・ディレクター ヨーロッパの代表ではないので私も答えられ

るかどうかわかりませんけれども、それは一般的にはあんまり問題視にはなっていないという

認識、一般的にはですよ。一般人としてこれがある場合にほとんど知らずに、自国民は政府が

株を持っているから売ろうかとか売らないかという政治的な話になりますが、政府が株を持っ

ているからといって、行動を制限するべきだという議論は、ほかの会社との合併をするときに

は、ほとんどその話題は出てきません。 

○田中委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、在日米国商工会議所のチャールズ・レイクさんに来ていただきました。10分程度

でお話をお願いいたします。 

○チャールズ・レイク会頭 ありがとうございます。在日米国商工会議所会頭チャールズ・レ

イクでございます。本日も私とともに、在日米国商工会議所副会頭で、民営化タスクフォース

の委員長をしていますアラン・スミス氏と、保険小委員会の委員長をしていますアンドリュ

ー・コンラッド氏とともに参りました。 

 まず初めに、10月４日に開催されました民営化委員会の続き、再度意見を述べる機会をいた

だきましたことに大変感謝しております。前回、田中委員長より、全く何も遠慮もなされる様

子はないけれどもおいでくださいというコメントをいただきまして、遠慮せずにやってまいり

ました。本日は、民営化委員会事務局より事前にいただきました９つの質問について、ＡＣＣ
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Ｊの見解を述べさせていただきます。10分ちょっと超えるかもしれませんが、しっかりと回答

する意味でお答えしたいと思います。なお、前回の意見や自由討議を踏まえまして、より見解

を明確にさせていただきましたので、ご承知おきいただければと思います。 

 お手元に資料が配られていると思いますが、各ページのタイトルに質問事項を、そして本文

にＡＣＣＪの見解を記載させていただきました。 

 それでは、１つ目のご質問よりＡＣＣＪの見解を述べさせていただきます。 

 これまで、国会やパブリックの場において、さまざまな関係者が暗黙の政府保証について意

見を述べられております。例えば、平成17年10月11日の衆議院郵政民営化特別委員会において、

三谷委員長が、政府が３分の１強を持つ政府関与の会社が、完全民営化後の保険業法上の保険

会社の株式を一定割合持つことに対して、経営秩序に与える影響は本当にないと言えるのでし

ょうかという質問をした際に、竹中前郵政民営化担当大臣が、暗黙の政府保証がつくことに結

局なるのではないかとの懸念は確かに重要な点だと思います。しかし、だからこそ、まずすべ

ての株式を処分することを義務づけて、政府の関与を切り離すわけでございますと答弁してい

ます。また、同年度、12月26日、郵政民営化委員会の委員内定記者会見において田中委員長が、

もちろん個々の勘定は政府保証を外れておりますけれども、政府の株式保有がある限り、いわ

ゆる暗黙の政府保証というものが残っておりますと述べられています。これらの発言は、ＡＣ

ＣＪの主張と合致しておりますが、仮に、これら国際的にも広く認知されている主張が覆され

るようなことがあれば、日本は行政の関与による市場形成、すなわち護送船団時代の行政へと

後退したという誤ったメッセージを国際社会に送ることになると存じます。ＡＣＣＪは、暗黙

の政府保証を、政府出資に起因する民間にはない信用補完というふうに位置づけます。保険業

は公共性が高く、国民生活の安定、国民経済の健全な発展に資することを目的としていること

から免許事業となっておりますけれども、つまり、その上で保険業は他の多くの業種とは異な

り信用力が極めて重要になるという、そういう事業であるということが言えます。政府出資が

残っている間は、消費者や市場に「政府は郵便保険会社を潰さない」、「郵便保険会社は安全

だ」と、そのような連想を抱かせます。生命保険文化センターの調査では、簡保を選好する理

由として、「信頼できるから」が42パーセント、「政府の関与が強く破綻が心配がないから」

が34.7パーセント、そして「国営企業として運営してきた伝統があるから」が33.8パーセント

との結果も出ております。今後も政府出資に起因する信用補完がなされている間、生活者の市

場の郵便保険会社に対する安心感は続くということになると考えます。 

 ２つ目のご質問についてＡＣＣＪの見解を述べさせていただきます。 
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 ＡＣＣＪは、生活者の認識を変えるためには、ご覧のすべての措置が必要だと考えます。ま

ずは、政府出資をゼロにすることが最も望ましいことですが、少なくとも合理的な水準まで株

式を処分するということであります。ＩＰＯ前に郵便保険会社が第三分野商品や変額年金商品

の開発などを行うこと、そういう意味での新規業務を行うことは論外であるというふうに考え

ております。郵便保険会社は、民間企業として自立し、そして民営化の趣旨への賛同を明確に

する意味でも、「いかなる場合においても追加の政府出資を求めない」、また共監先である

「総務省に対しても働きかけを行わない」など、政府の関与を完全に切り離す旨を経営方針な

どに掲げ、生活者及び市場に対して明確にコミットすることが必要だと思います。また、政府

の関与が残る郵便局ブランドの活用により、生活者の誤解を増幅させるような不適切なマーケ

ティング戦略などがなされないよう、民営化委員会及び監督官庁がモニタリング指導を行うこ

とも重要だと思います。そして、株式を完全処分する期間においては、生活者の誤認を少しで

も解消するため、「郵便保険会社の商品には政府保証はない」、「郵便保険会社は他の民間保

険会社と同様破綻する可能性がある」、「10年後には国の資本がゼロになる」などを周知徹底

するとともに、個々の保険募集の際にこれらを重要事項として説明、確認し、説明したかどう

かを事後的に検証しうる措置を確保することが必要だと考えます。さらに、中立的な第三者機

関による、生活者の調査を通じて、生活者の誤解が生じていないことを定量的に確認するとと

もに、誤解が解消されていない場合には、追加措置を検討することなども重要だと考えます。 

 次のご質問について見解を述べさせていただきます。 

 前回の民営化委員会の自由討議でも述べさせていただきましたが、政府出資が完全に解消さ

れたとしても、万が一の場合、その規模の大きさから、日本経済に対する影響を考慮し救済せ

ざるを得ない、すなわち”too big to fail”といったモラルハザードを引き起こす可能性は

ございます。このモラルハザードは、結果として他の民間保険会社との間に信用力格差といっ

た競争優位をもたらします。よって、競争政策上の観点も踏まえた適正な措置を講じることが

望ましいと考えます。 

 次のご質問について見解を述べさせていただきます。 

 ＡＣＣＪは、旧勘定からの利益補てんという言葉では言及しておりませんが、旧勘定からの

利益とは、前回の民営化委員会で主張させていただきましたように、新旧勘定間でアームズ・

レングスの原則に基づかない再保険契約が締結されることにより、相互に不当な内部援助が行

われることと考えております。よって、アームズ・レングスの原則を遵守した再保険契約が締

結されていることを確認するために、管理機構に対して、民間保険会社と同等の会計・監査基
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準を適用するとともに、ディスクロージャーなどを通じて、取引の透明性を確実にする措置が

必要だと考えます。また、再保険に関し、例えば競争入札が導入されていれば、より一層その

取引の透明性が確保されるということになると考えます。 

 ５つ目のご質問について見解を述べさせていただきます。 

 まず、郵便保険会社及び管理機構は、個人情報取り扱い事業者となるため、他の民間の保険

会社と同様に、個人情報保護法で要請される義務規定や、保険業法などの関連法令、監督指針

などを遵守する必要がございます。また、郵便局会社、郵便事業会社、郵便貯金銀行にて取得

した個人情報を郵便保険会社が利用する場合においても、個人情報保護法、保険業法、銀行法

などの関連法令、監督指針などを遵守する必要があると考えます。 

 ６つ目のご質問についてＡＣＣＪの見解を述べさせていただきます。 

 対等な競争条件が確保される前に新規業務などによる業務拡大を行った場合、サービスの貿

易に関する一般協定、ＧＡＴＳに定める内国民待遇義務違反の現状をさらに悪化させる可能性

があり、その内容によっては大きな問題提起となり得ます。米国生命保険協会ＡＣＬＩは、簡

易保険事業がもたらすＧＡＴＳへの影響について精緻な法的分析を行い、その現状はＷＴＯル

ール違反になるとの結論を出しています。この分析結果は、直ちに紛争処理手続を回避するこ

とを意味しているわけでも、またそれを求めているものでもございません。ＡＣＣＪは、日本

政府の独自の判断による民営化プロセスによってさまざまな課題が改善され、そしてＷＴＯル

ールのコンプライアンスが確保されることを期待し、そのための建設的な議論を行いたいと考

えております。また、ＡＣＣＪは、日本郵政株式会社が希望するすべての新規業務を問題視し

ているわけでもございません。例えば、郵便局会社による民間の生命保険の受託は、収益の多

角化、それだけではなく、所属する社員の専門スキル・知識の向上や保険募集の法令適合性の

徹底などのコンプライアンス確保にも大きく貢献するため、積極的に行うべきであるというふ

うに考えます。 

 ７つ目のご質問について見解を述べさせていただきます。 

 ＩＰＯのために、郵便保険会社による新規業務は次の理由から必要ないと考えます。前回の

民営化委員会でも述べましたが、実施計画の骨格において、郵便保険会社は将来、安定して利

益成長を続けることができる見通しが示されていることから、新規業務を急いで行う必要はあ

りません。郵便保険会社は、民間の保険会社として求められる水準の財産的な基礎、ガバナン

ス、内部管理態勢を構築し、ＩＰＯに向けた市場の信頼を得ることが重要だと考えます。郵便

保険会社は、新規業務を行わなくても利益が伸びる見込みやガバナンス、内部管理態勢の実績
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をＰＲすれば、市場の評価は十分得られ、さらに完全民営化後の可能性をアピールすれば、株

価に対する期待感は一層高まるものと考えます。仮に、新規業務に関するある程度の実績がな

い限り、ＩＰＯができないというのであれば、郵政民営化委員会は、郵政株式会社または郵便

保険会社に対して合理的な説明を求めるとともに、それを検証するべきであると考えます。さ

らに、ＩＰＯに関し、市場原理で決まる適正価格より高い株価を得ることを目的に、民間では

享受できない特権が郵便保険会社に与えられた場合、日本の金融システムに対する信頼は損な

われることになると存じます。市場の公正性・透明性、市場に対する信頼の回復、国際市場と

しての魅力を高める取り組みとして、新たに金融商品取引法が成立した中、政府100パーセン

ト出資企業のＩＰＯに際し、民間とは異なる競争条件を適用し、上場の際のポジションを強化

する政策判断がなされた場合は、日本の金融システムの信頼性を著しく損なわせる結果となり、

護送船団時代の行政に後退したという誤ったメッセージを国際社会に送ることになります。ま

た、対等な競争条件が確保される前に郵便保険会社に新規業務を認めた場合、ＧＡＴＳに定め

る内国民待遇義務違反の現状をさらに悪化させる可能性があり、内容によっては、国際通商関

係上、大きな問題を提起し得ることになります。仮に、ＷＴＯルールを無視した新規業務を実

施すれば、郵便保険会社は重大な法務リスクを抱えることになります。当然のことながら、重

大な法務リスクを抱える新規上場企業に対する投資家の評価は非常に厳しいものになりますの

で、効果的なＩＰＯを行う場合には、重大な法務リスクは避ける必要があると考えます。つま

り、ＩＰＯのためにも新規業務を行わないことが重要であるというふうに考えます。 

 ８つ目のご質問についてのＡＣＣＪの見解を述べさせていただきます。 

 具体的な不祥事、例えば元郵便局員が簡保の契約者を装い、数百万円を横領するなど、新聞

報道などを通じて確認されております。今後、郵便保険会社が民間の保険会社になる以上、保

険会社向けの総合的な監督指針などにおいて求められる態勢整備が、他の民間保険会社と同水

準まで満たされている必要があります。護送船団型から自己責任型へと行政手法のパラダイム

が転換されていくに伴い、民間保険会社は内部管理態勢の構築などに長年取り組んでまいりま

したが、まだあるべき姿に向けた進化の途上にあるとも言えます。郵便保険会社は、これから

内部管理態勢を整備していく段階にあるため、取り組まなければならない課題はより多く、ま

た簡単なものではないということを改めて認識する必要があるのではと考えます。 

 最後に、９つ目のご質問について見解を述べさせていただきます。 

 ＡＣＣＪは、郵政各社による民間の生損保代理店業務に加え、郵便局会社と他の募集代理店

との協働など、さまざまな場面においてビジネス機会が存在すると考えます。特に郵便局ネッ
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トワークは、「あまねく全国において利用されること」が重視されていることに加え、お客様

の現在と将来のよりよい生活づくりに貢献することを経営方針としております。お客様の生活

づくりにおいて必要不可欠な金融サービスの分野において、郵便局と民間金融機関が運用の関

係を構築することは、お客様に高い満足度をもたらすことと考えます。そして、公正取引委員

会の意見にもございましたが、郵便局と民間金融機関との代理店契約などにおいて、その締結

を実質的に制限または禁止するような不公正な取引が、いかなる場合においても行われないよ

うに郵便保険会社は十分な注意を払う必要があると考えます。 

 以上、郵政民営化委員会事務局よりいただきましたご質問についてＡＣＣＪの見解を述べさ

せていただきました。残りの時間、皆様と建設的な議論をさせていただければ幸いです。よろ

しくお願いいたします。 

○田中委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、討論といたします。 

○冨山委員 ２ページ目の「以下の全ての措置」というのをいただいていて、また後で田中委

員長からあるかもしれませんが、それぞれになるほどなと思う点が多々あって大変参考になる

なと思っております。 

 ただ、２番目、３番目、４番目、５番目はよくわかるんですが、これまでの議論で極めて社

会科学的に、サイエンティフィックに議論した場合に、例えば２番目、３番目、４番目、５番

目をちゃんときっちりやりましたと、いろんな形でモニタリングした結果として、確実に、例

えば暗黙の政府保証がＩＰＯ前に消えていっているということが認識されても、なお上の１つ

目の議論が生きているというのは、ちょっと論議的にはいまひとつジャンプがあるかなという

気がするんですけれども、その辺はどうなんですか。 

○チャールズ・レイク会頭 私どもがここでお話しいたしましたのは、暗黙の政府保証という

もののまず根幹にあるのは、やはり政府が出資をしている100パーセント、そしてそれを減ら

していくということがまず第一に重要であると。ただ、それが一番最初にある、最も早いスピ

ードで行われたとすればそれが一番いいわけですけれども、その間何もしないということだけ

でもなく、かつ前回の委員会の皆様のご質問を受けたことも踏まえて、もし何らかの形で啓蒙

活動をするのであれば具体的にどういうものが考えられるのかという意味でリストアップをい

たしました。 

 それが実は、それをやっても効果はある意味で出ない部分が多分にあるだろというのは思っ

ているわけです。それは既にデータとして表れている生活者の視点というものを考えたときに、
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そのデータを今度解消していくということはとても大変なことだと思いますし、例えば委員長

からも米国の例の議論が前回なされたわけですけれども、アメリカでのファニーメイ等を見て

も、それはやはり暗黙の政府保証というのは実在するということがずっと問題としてなってい

たということを考えても、それは大変難しいチャレンジだと思います。 

 ただ、だからこそそれをやっていった上で、その段階で第三者的な機関の調査でどうなって

いるのか、そしてそれで本当に多くの方々がおっしゃるほど何の意味もないと、私どもはそう

は思わないわけですけれども、そういうことをすれば、それはすぐに解消、または解消が効果

的にできるということなのであればそれはやってみて、そしてそのときに結果が出たときにま

たその段階で新たな議論があるのかもしれませんが、今の段階ではまだそこに行ってもいない

わけですし、措置の方もされていないので、それをする前に、措置したらそれでなくなって、

それだったら政府保証というのはなくなるということでいいんでしょうということでもないん

だろうという意味で、整合性は私どもはあると思っています。 

○田中委員長 郵政民営化を小泉さんが決断したというのはなぜかというと、これは彼も幾つ

かの場面で述べているんですが、日本が高齢化社会になると、勤労時代に拠出した年金が富み

を生む、富みを増やすような形になる仕組みを持たない限り、日本の21世紀はどうにもならな

い。ところが、政府が関与した金融業務がこれだけの比重があるということは、資本市場にお

ける配分を歪め、結果としてその成果を歪めているから民営化を行い、民間の競争秩序の下に

おいて国民の貯蓄が生かされる仕組みをつくると、ですから競争秩序の中にこれまでの官業を

吸収させる、吸収させる全体のプログラムが民営化だと言っているわけです。 

 したがって、暗黙の政府保証によって歪みが起きることを認識しているがゆえに、歪みが起

きないように、資源配分に歪みを起こさないように政府の出資分が残るというのは過渡期とし

てはしょうがない、しかし、そのときに歪みが起きてはいけないということが民営化の目的で

もあるわけです。ですから、暗黙の政府保証というものを消すことが目的なんです。 

 ですから、郵政民営化担当大臣は、竹中さんのときも、現在の菅郵政民営化担当大臣のとき

も、政府の出資分があるからといって、そのことが資源配分の歪みにつながってはいけないと

いうことを国民に対して常に言うということで、郵政民営化大臣をお引き受けになっておりま

す。ですから、暗黙の政府保証は確かに米国において観察されました。それは、投資家が何と

なくそういうものを求めたがっているという面があって、しかもその投資家は多くの場合、米

国居住の人でない投資家であるというカントリーバイアスの逆転したような形の、それが暗黙

の政府保証というものにつながっていったという経緯があります。 
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 我が国においては、もはや資本市場の整備は待ったなしですから、高齢化ここまで来ました

から、資本市場における資源配分の歪みをバブルで起こし、そして巨大な官業によって起こし

た、これからまたそれを起こしたんでは、我が国の21世紀は成り立たないんです。ですから、

郵政民営化担当大臣は、政府の出資分が残っている段階においても、資源配分の歪みにつなが

らないように常に国民に対して注意喚起をし、民営化をこれだけの政治的困難にもかかわらず

追求したというのはこのことなんだと言い続けるわけです。 

 我々の委員会は、２ページに述べていただきましたようないろんな調査審議を通じて、そう

いう歪みが起きていないかどうか、あるいは歪みを少しでも事前に消すような手段が何がある

のか、いろいろ知恵を絞りまして、郵政民営化担当大臣に対して助言するのが我々の役割だと

思っているわけです。暗黙の政府保証による歪みを知るがゆえに、それを消すこと自体が実は

民営化プロセスの大きな目的なんです。ですから、たまたま政府がある段階においてまだ株式

を100パーセントだったり、いろんな段階ありますが、保有しているからといって、それはす

なわち暗黙の政府保証を通じて資源配分の歪みにつながるという、これを一つ一つ断つことに

目的があるわけですから、政府が株式保有をしているから、すなわち国民は錯覚を持っている

というふうに考えないでください。その認識の歪みを外すことが、解くことが政府の役割であ

り、我が委員会の役割なんです。この暗黙の政府保証の意味というのはそういう意味だと解釈

します。それは、エンライトゥンド・セルフインタレスト、我々にとっての利益なんです、そ

れは。啓発された自己利益でありますから本気なんです、自己利益ですから。 

○チャールズ・レイク会頭 委員長がおっしゃっていることに全く異論はございませんし、委

員長がそういうふうにお考えになっている方でいらっしゃるということは、今までのいろいろ

なコメントやお書きになっているいろいろな論文等を含めて私どもも理解をしていますし、前

小泉総理がどういう思いで民営化をなされたのか、また前郵政民営化担当大臣、竹中大臣がお

考えになったこともわかっております。その方向性の中で、まさに株所有というものは100パ

ーセントからゼロにしていく、そしてそれを10年の中でやるんですが、早い段階でできるだけ

やると。その計画の中でそれをやっていくことによって、そしてこれらの活動によって暗黙の

政府保証というものが実質的に市場、それは生活者だけではなくて、市場でもそういうものが

とても弱い、完全にゼロではないけれども、大分弱くなっていったということも含めた環境づ

くりがされていくことを私どもも期待するわけですけれども、まだそれは実現されてはいませ

んし、実現されていない早い、最も早い段階で、既に新規業務に参加をいろんな分野でしよう

とする。 
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 そして、特に私どもＡＣＣＪとして今回注目いたしましたのは、前回の民営化委員会でお話

しさせていただいた点ですけれども、特に第三分野や変額年金という、そういう分野にＩＰＯ

の前に既に新規に参入していきたいという。そういう環境づくりが確立されていった上で一つ

のステップとしてその提案をしていくというスタンスなのであればわかるんですがそうではな

い、最も早いスピードでそういうところに行きたいということで、今出てきていることだと思

いますので、やはり委員長がお話しになりましたような段階を踏みながら株式所有の率が減っ

ていくこと、そしてこれらの措置、その他のもっとクリエイティブな皆様がお考えになる措置

が導入されて、政府による暗黙の保証が実際に存在しないというところにまで大分近くなった

ということを客観的に第三者的にも確認したときに初めて、次の違う意味での議論もできるの

かもしれませんが、今の段階では絶対それはあり得ない。 

 ですから、論外であるということを私どもはお話をしていますので、委員長のお話を今伺っ

ておりまして、基本的にお話になっている部分に対して反論というか、異論というか、そうい

うことはないという思いで聞いておりましたので、逆に改めてお話ししましたのは誤解がない

ように、私どももそういう意味で違うことを言おうとしているのではないという。 

○田中委員長 民営化法の枠組みでは、２つの金融実体について株式完全処分を行うというこ

とが大きな目標として掲げられています。この株式完全処分を行う以上、例えば保険業務にお

いて、これまで簡保は養老年金等が主要商品だった、しかし現実に養老年金というものは他の

民業、生保も含めて言えばなかなか売れる商品ではない、時代的にはそれが生命力を次第にな

くしつつあるものであり、現実に伸びている商品が何かということからいけば、これは業界の

中の人が一番よく知っている話なんですが、この金融エンティティの一つの保険会社が、そう

いう分野に対してみずからその商品を設計し、それを売りたいと考えること自体は、民間経営

陣を投入して保険会社の経営を任せるという政府の決定をした以上、そのことは当然なわけで

す。それは彼らはそう考えるでしょう。最も成長性のある分野に商品を送りたい。 

 我が委員会は、それがイコールフッティングの原則に照らし、具体的に、来年10月以降に、

どういう商品設計のものが出てきたときに、これはどういう理由によって認められるのか、認

められないのかという判断をして、総務省及び内閣総理大臣に対して意見を申し上げるという

立場です。ですから、あとは個別の話です。いわゆるここで言う新商品の販売、開発及び販売

の認可申請というものが出たときに、それは個別具体的にやることです。ただ、大きな方針か

らいきますと、来年10月以降についていえば、日本政府は新会社が提供する商品、サービスに

政府保証は一切ない、そして政府は財政規律の確立のために、これまで政府がやっていた業務
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も政府の仕事から外すという作業を同時にやっています。フィスカルコンソリデーションの課

題は極めて重い。 

 そういう中で、政府の出資分があるからといって、特定の契約者に対してその損失を補てん

するなんていうことは一切あり得ないということを郵政民営化担当大臣に言っていただきます、

これは。それは内閣の基本姿勢なんですよ、小泉政権から安倍政権に至る。ですから当然それ

は郵政民営化担当大臣はおっしゃるはずなんです。民間の競争秩序に入り込むことを目的とし

て、そこに軟着陸させることを目的として郵政民営化法案を通したんですから。現内閣は、郵

政民営化は最も重要だと、安倍さんの最初の所信表明演説はそれから始まっているわけです。

ですから、それはそういう仕切りの中における金融エンティティが実体を持って市場から評価

されるような形にして、民間の競争秩序の中に入っていただく、できるだけ早く入ってもらう

ということを一つ一つについて我が委員会は意見を述べるという、こういう道筋なんです。で

すから、おっしゃる今日のお話の中で郵便局会社には期待するところあるなと、しかし、保険

会社が新商品をやたら出すのはどうかなと、気持ちはわかります、気持ちはわかりますけれど

も…… 

○チャールズ・レイク会頭 委員長、それは違うと思うんですね。私どもは、保険会社が新商

品を永遠に出すことを否定しているのではなくて、現在、既に民間保険会社の間で行われてい

る競争に入るのであれば同じ条件で入るべきだと言っているわけです。ですから、同じ条件で

入ることができていない状況の中で、さらに新商品を出そうとするということは、経営者とし

て成長分野に行きたいということはよくわかるんですが、それは特権を持ちながら、そしてい

ろんな意味でこの大きな移行プロセスの最初の段階からすぐ分野に入っていこうというスタン

スということが、前回も委員長がお話になりましたような、もう既に大きな金融ビッグバンの

流れの中で民間の競争というのは、だれが競争しているか、またその資本がだれか、また商品

はだれが提供しているかというのは全く関係なく、すべての保険会社が全く同じ競争条件のも

とで、今すべて第一、第二、第三分野という商品を出している競争が2001年から５年行われて

います。そして、それによって生まれているいろんな成果というのも、もちろん市場であるん

だと思うんです。そこに入ってくる上で、既に既存の商品を提供する上で同じルールのあり方

等々を含めた、先ほどもお話しいたしましたような保険会社としての管理態勢も含めた状況で

参加し、それをしっかりと見せた上で新たな商品について、ということが議論されていくとい

う方は自然の流れだと思うんですが、それもなし、それも立証せずに、さらに政府保証も100

パーセント、政府出資が100パーセント残っている状況で暗黙の政府保証が存在する、しない
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ということが議論されている、いろんな意見がある中で業務をやっていく、特に保険会社がで

すね、それが問題だと言っているわけですので、もし経営者として本当に新しいいろんな成長

分野にも入っていきたいと考えるのであれば、その既存の商品でしっかりとした経営態勢を整

え、既存の商品がお客様が本当に求めるものを含めた内容として進化することも可能なのかも

しれません。そして、それをやった上で新規業務を考えていくということをするべきなのでは

ないかというふうに思っているわけです。ですから、お話になっていることとそんなに違わな

いと私は逆に思っているんですけれども。 

○田中委員長 今日のお話の中でレイクさんが言われたように、保険契約から、契約者がその

条件が満たされたときに保険金を手にするまで非常に長い時間がかかる、したがって、そのリ

スク管理態勢からオペレーションに関わるコンプライアンスに関わるものがなければそういう

業務が行っていいわけもありませんし、まして国営であったものが民営化した段階において、

イコールフッティングというのは極めて重要なテーマですから、一つ一つについて我が委員会

はイコールフッティングの条件がどういう意味で満たされているのか、もし何か問題があると

すれば、その点はどういう形で補強し、イコールフッティングに近づけるか、どういう形の補

強策があるのか、それを一々審議いたします。 

 しかし、大きな民営化法の枠組みは、とにかく早急に株式処分をすることをして早く民間競

争秩序になじむようにという大きな命題を掲げていますので、これは100パーセント株式保有

のときからできるだけ早くそこに行くという道筋を設計して、その間、イコールフッティング

の見地から別の歪みをもたらさないように一つ一つについて審査する態勢をとっていますので、

それは我が委員会の責任においてやります。ただ、ここのＩＰＯの前に新規業務を行うことは

論外と言われると、新規業務いいですよと言っているわけではありませんが、どういう形で民

間競争秩序の中で戦える態勢を構築するのかについて我々は指導できません。指導するのは仕

事ではありませんが、レフリーとしてこれはそういう力量を高めるために不可欠な業務だと、

しかもイコールフッティングの条件を損なう可能性が極めて少ないというふうに考えた場合に

は、我々は多分許可を一つ一つについてですよ、一つ一つについて許可することもあり得ると

いうのが委員会の立場だと思います。 

○チャールズ・レイク会頭 新規業務を行うことは論外と書きましたのは、その前回の委員会

でのお話、プレゼンテーションでもお話をさせていただきました。骨格に対してのリアクショ

ンとしてお話をしております。ですから、ある商品についてそこに入っていきたいということ

をあえて郵便保険会社が言っているので、もちろんそれは具体的なものが目の前にありますの
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でリアクションができるわけでありますが、もしかしたら郵便保険会社が行う業務、新しい業

務と位置づけられるかもしれないことで、全くそういう意味で問題がないと思われることもあ

るのかもしれませんが、少なくとも目の前にあるものは私どもが見たものしかないものですか

ら、それについてお話をしています。 

 また、重要な点は、新規業務をやらなくてもＩＰＯもできるということでありますし、先ほ

ど委員長のお話にもございましたように、郵便局会社ネットワークという意味でのお客様との

接点ということは、保険の募集を考えたときに、お客様との接点というのは一番そこで起きる

ことですし、その説明の責任、募集活動として求められる、そして保全業務ということも含め

た場合にそこでの態勢というものがネットワークの中で民間が参入することによって、それは

競争条件を対等に確保するということ以外にもメリットがあるというのは、それをやっていく

ことによって基本の業務に対するメリットもそうですし、それをやっていくこと、乗合代理店

という位置づけの中で競合がそれぞれ適切な代理店指導というのはどんなものかということも

含めて見ながら、もしかしたら郵便保険会社もいいアイデアがあるのかもしれませんが、それ

をやっていくことによって、まさにそれを確保していく、そしてその上で新規業務という意味

での新商品ということを考えるべき、それはステップを考える。 

 ですから、すべて対等でなければいけなくて、ゼロサムで何もすべて駄目であるというふう

にお話ししているのでなく、幾つかの合理的、かつプロセスとしてのステップバイステップの

考え方として、やはりまずはネットワーク、そしてその上で保険会社としてはしっかりとした

内部管理態勢を含めた活動、そしてそれはリスク管理も含めたそういう意味での内部管理態勢

でありますので、マーケットコンダクトだけではなく、それをやっていくことによってそれと

同時に株が売られていくことによって前に進んでいくことができると思いますので、ただ、現

在の段階でＩＰＯの前に新しい運営に入っていくということが認められてしまうのであれば、

それはもっと違う意味での金融システムも含めた大きな問題提起をするのだということをお話

ししようとしているのですが。 

○田中委員長 レイクさん言われた中で我々が注意喚起すべきは、おっしゃるように、保険に

ついて、金融についてですが、製造と販売を分けるというところに今回の民営化の仕組みの力

点があります。そして、この販売のところに、郵便局会社のところに郵政公社の最も多くの人

を配置しています。ですから、ここが活性化しない以上、民営化は成功いたしません。 

 そういう意味では、この郵便局会社の経営陣が考えることなんですが、この販売ということ

に関しては一生懸命やられるでしょう。そうしなければ民営化は成功しないんですから。です
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からおっしゃるように、製造と販売を分離してこういう態勢をつくった以上、製造部門と販売

部門との間の取引についてどういう形でこの商品が卸されているのか、どういう取引条件なの

かは、こちらの金融実体の方は株式上場するわけですから、これは東京証券取引所も極めて強

い関心を持ちチェックしますし、個々の条件についても公認会計士がチェックし、それをもう

一度東京証券取引所がチェックし直して、そして投資家の利益を損なうことがないようにして

いきます。法務リスクのことも書かれていましたけれども、どこかから大きな波が来て、投資

家の利益が損なわれることがないことを一つ一つ確認しつつＩＰＯのプロセスがとられていく

わけです。 

 ですから、そういう意味では、今回の製造と販売の分離まで含めて、透明性を高めるために、

一生懸命そこのところは法律の枠組みも含めて知恵を働かせたわけです。ですから、郵政三事

業なのに出てくる会社が４つになったと。そこまで考えて、しかもそれをやれば、より透明性

が高く、いろんな商品の販売を会社ができるような仕組みにつくってあるんです。ですから、

この民営化委員会、我々は、そうした法に基づく、民営化法に基づく枠組みのもとで、民営化

を成功させるべく一つ一つの基準を具体的につくっていく、これはこういう条件でやってくだ

さい、これを政府に上げますという具体的な作業をこれからやってまいります。 

 ですから、いろいろあるでしょう。ご意見はあるから、その都度これは遠慮なく言ってくだ

さい。それはお互い遠慮する必要は何もありません。ただ、我々は民営化法の枠組みに基づい

て郵政民営化を成功させるということが、至上命令なんです。それがなければ、日本の金融秩

序は世界の中で遅れます。遅れることは高齢化社会を迎える日本にとっての打撃が大き過ぎま

す。 

○チャールズ・レイク会頭 私どもＡＣＣＪの会員も、日本社会でビジネスをし、生活をし、

日本国籍の家族も多い会員、日本の国籍の会員ももちろん多い組織でございますので、日本経

済がさらに強くなり、少子高齢化の構造課題にしっかりと対応しながら、グローバリーゼーシ

ョンの中で強い経済、そしていろいろな課題を乗り越えていくことに建設的に私どもも少しで

も貢献でき得る存在でありたいと思ってビジネスをしておりまして、生活をしていますので、

郵政民営化委員会、今委員長がお話になりました方向性と趣旨と、そして努力というのは、私

どもも最大限その意味で貢献したいと思っておりますし、サポートしたいと思っています。 

 ですからこそ、そういう意味で成功させ、国際的な視点で見たときにどういう課題が起こり

得るのか、あそこにあるのか、問題が起こるのかということも含めた視点、それは私どものの

本当に強い思いとして、実は明日、ＡＣＣＪのビジネス白書というのを５年ぶりに出すんです
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が、それは日本、例えば金融の分野では、東京が本当にビッグバンで出された方向性、不良債

権等などを解決した今、いよいよこの数年、５年で金融の中心としてロンドン、ニューヨーク

に匹敵する、そしてアジアの経済の中での統合するアジア経済の中でも東京が金融の中心にな

るそのビジョンを実現することを最大限私どもも期待しています。ですから、その意味での提

案をするんですけれども、その中でこの課題も含めて向こう数年の間注目されていくことなの

で、誤解がないように明確に、かつその課題についてお話をしたいと思ってお話をしておりま

すので、基本的に委員長がおっしゃっていることについては全くの反論があることはないよう

に思っております。後ろも確認しまして、大丈夫ですと。 

○野村委員 前回いろいろ申し上げさせていただいたところを、よくいろいろご検討いただい

て、明確にポイントを絞っていただいたり、さらに具体的なご提言等をいただいて大変今日の

プレゼンテーションを伺って感銘を受けました。その中で、ちょっとどうしてもまだ気になる

ところが１点ありまして、それは提訴するかどうかは別にしても、アメリカの保険業界の方々

はこの政府出資のある間に新規事業をやることは、ＷＴＯのルールに違反するという評価をし

たというご指摘があったんですけれども、そこのところをもうちょっと詳しく教えていただけ

ないでしょうか。 

○チャールズ・レイク会頭 これについては、概要としてまとめたものがございまして、これ

は委員会に提出を、もう既にされていないのであれば改めて提出いたしますが、米国生命保険

協会がとても分厚い、実はしっかりとした法的分析を行いまして、郵政民営化法案が可決され

るその前の段階から、そして法案が通った後の段階として、それがＷＴＯのルールのもとでど

うなるか、それを分析したものがございます。そして、それは内国民待遇違反となり得ること

がここにまだたくさん実は残っているという評価でありまして、前回の委員会でも、委員長よ

り歪んだ状況があるということのコメントがございました。その歪んだ状況というのがまさに

内国民待遇違反でありまして、そしてそれを直そうとする、直すための、先ほども何度もお話

をいただきました方向性、趣旨等を含めた法案ではあるわけですけれども、幾つかの分野で内

国民待遇違反となり得ると、そしてそれは内国民待遇違反という、ＷＴＯサービス協定の17条

第１項になるんですが、それはその概念とともに、適用した場合に、幾つかの例えばみなし免

許の提供とか、ネットワークへのアクセスということ、または再保険のあり方とか、監督官庁

が普通の民間企業とは違って共監であるということなどなどを分析したものがございます。そ

れは相変わらず、そこに大きなＷＴＯ上の問題があるということなんですが、これは私どもＡ

ＣＣＪとしてもその分析を理解した上でＷＴＯ違反状況がそこにある、ただそれを解決するベ
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ストな方法は、先ほど委員長のお話にもございました、この民営化プロセスの中で解決してい

くということが今の段階で私どものスタンスでありまして、それを考えたときにどういう形で

提案できるのかということを提案してまいりました。 

 その中で、今回ある意味でショックを受けましたのは、そのプロセスに則って株が上がって

いく、プロセスのタイミング等々の中ではなくて。ＩＰＯが自ら新しい業務に新商品を、独自

の商品を出していくという、ある意味で歪んだ状況をさらに歪めてしまう、または内国民待遇

違反の状況をさらに悪化させてしまうような状況があるという意味で、今回もそういう分析は

あるということをお話ししているわけであります。 

○野村委員 日本の他の保険会社も、この郵政の民営化という大きな日本のプロジェクトの中

でかなり大きな影響を受けるわけなんですね。それは国を挙げての一つの大きな施策、政策を

実現させるプロセスであって、特段、海外の外国の企業だけを取り上げて排除するようなこと

をしているわけではないんですね。 

○チャールズ・レイク会頭 ないんですが、ＷＴＯのルールの場合、内国民待遇違反となり得

るルールとなるということは、例えば日本の他の企業が同じように不利な状況に置かれる、外

資だけではない、外国企業だけではない、国内企業も同じような状況に置かれるということが

あったとしても、それはＷＴＯが求める内国民待遇違反になるということでありまして、それ

は意図的にはそうしようとしているのではない、また歪んだ状況を変えようとするその精神は

まさに新しい方向に行こうとしているではないかということは、実は完全に関係なく評価され

る。つまり、ＷＴＯの交渉が行われていく、サービス協定の交渉が行われていくプロセスの中

で、どの分野をそのルールのもとで提供するかとか、国として、各国が交渉していくプロセス

の中で、例えば適用除外をしようと思えばできたんですが日本国はしなかった。しない上で約

束をしてサービス協定の中に保険が入っていますので、その中で今現状見たときにどうなるか

ということが評価されるということであります。 

○野村委員 その問題を解決する方法として私どもが考えていますのは、いわゆるパーセプシ

ョンと思われる一般の国民の誤解を解くための最大限の努力をするということを前提にした場

合、それでもなお、仮に政府が最後にまだ株を持っているという状態で新しい業務を展開する

ということはやはり違反することになるんでしょうか。 

○チャールズ・レイク会頭 政府に株が所有されているということによって生まれる、政府の

株式の保有ということが、どういう段階でどういう状況であるかということを総合的に評価す

るのではなくて、内国民待遇という状況は、先生はよくご存じだと思いますのであえて私がお
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話ししなくてもいいことなんだと思うんですが、とてもストレートな、つまり抜本的、基本的

な概念でありまして、事実、英語ではde jure・de facto、どちらでもよくて、明確に実際に

そこで同じ待遇でない限りどちらかが有利になる状況、異なる待遇であったりすれば、それは

内国民待遇違反になるということでございます。 

 それは、いろんな政策がある中で、それはここでだけなんだけれどもということは、技術的

にＷＴＯのルールと条約を解釈すれば、それは違反になるというふうに分析が行われています

し、私もそうだと思いますので、それについてどういうふうに解決していくかというのは、Ｗ

ＴＯのプロセスというのは、そういうルールが原則としてつくられて、それを各国がそれぞれ

のいろんな課題もある中で、ＷＴＯのルールがあって、さらに重要な貿易、そして相互参入が

進んでいくまさにシステムを構築するものなので、問題解決の方向はいろんな方法があるんだ

と思いますし、それをしっかりとやっていくことによってその方向性が正しければ、それはあ

えてその意味でＷＴＯの紛争にならなくていいものも世の中にはたくさんあるのだと思います

ので、それが一つの今回の例えば米国の生命保険協会の判断であったんだと思いますし、ＡＣ

ＣＪとしても提訴するべきだと言っているのでは全くなくて、まさに民営化プロセスというの

が存在し、この大きな政治判断も含めた決断が日本政府によって行われたので、まさにその10

年間のプロセスの中で最終的には完全に売却もされた民間と全く同じ状況で、昔は政府だった

かもしれないけれども、官業だったかもしれないけれども、要はだれが見ても民間だよねとい

う段階になったときに、明らかにそれは内国民待遇問題がなくなるんだと思いますが、その途

中であり続ける時期がとても長く続くんだと思います。長く続くんですが、それは方向性が正

しく、例えばいろいろな意味で現実問題として、例えば、ＡＣＣＪの会員企業の根幹をなすよ

うなところに新商品を最初から出してくるというようなスタンスであれば、それは全く違う意

味でそのプロセスを郵便保険会社が見て考えているとしか思えないという解釈になってしまい

ますので、それは大きく懸念される点なんですが。 

○野村委員 １点だけちょっと教えていただきたんですけれども、もしこれが現実の話ではな

くて、ちょっと一つの考え方を教えていただきたいだけなんですけれども、日本の郵政、簡保

は株式会社化、民営化しますので、今後は海外にも出ていこうと思えば出て行けるわけなんで

す。そのときに、日本の政府が例えば100パーセント株を持っている段階で、アメリカのマー

ケットで簡易保険のようなものを販売したいというふうに進出を考えたときには、アメリカに

は入れてもらえないものなんですか。 

○チャールズ・レイク会頭 私はアメリカ政府に務めていないものですからアメリカ政府がど
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ういうふうに考えるかということと、保険監督当局がどう考えるかというのはちょっとわから

ないんですが、それはＷＴＯのルールのもとで認可のプロセスがそこに存在し、その各州で免

許を求めたときに、免許を申請したときに、その州の法令のもとで、そして国際条約上のもと

で対応なされるのだと思います。 

○野村委員 ですから、そこのときに、政府が出資しているということがクルーシャルな問題

なんでしょうか。つまり、例えば、むしろアメリカの開かれたマーケットの中に入りたいとい

ったときに、政府保証がある人達は非常に競争上有利な人だから、それは我がマーケットの中

の自由競争の秩序に合わないということが成り立ち得る論議なんでしょうか。 

○チャールズ・レイク会頭 ＷＴＯの内国民待遇というのは、各国が国内の競争環境、または

その法令等に含めて内国民待遇を提供するという約束でございます。今回お話をしていますの

は、日本市場の中での内国民待遇違反になるということですので、その内国民待遇違反の状況

をつくっている企業が今度海外に、例えばアメリカだけではなくてヨーロッパに進出しようと

したときに、それに対して、アメリカの市場の中で内国民待遇を提供していてその参入を認め

る、認めないこと、認めないとした場合に、それが逆にアメリカの内国民待遇違反になるかも

しれないということも含めて、その対抗措置を考えなきゃいけないのかどうかということも考

えなきゃいけなくなるんだと思うんですが、それは全く違う法的分析をしなければいけないの

だと思いますので、手元にそれはないと。 

○野村委員 ロジカルな問題として考えたときに、全くほかのことで違反をしているわけでは

ないんですけれども、単に政府が100パーセント出資している金融機関であるという、その一

点だけで、アメリカのマーケットに入れないということが正当化され得るのかどうかなんです。

つまり、もしそれが正当化され得るのだとすれば、やはりそれは企業として特別なものだとい

うことが仮に排除できるとすれば、仮にですよ、行ったときにアメリカのマーケットが排除し

たとしますね、監督当局が100パーセント出資は駄目だというふうに言ったときに、日本の側

としては、それはＷＴＯに違反するんではないかということを言うことになると思うんです。 

○チャールズ・レイク会頭 いうことになるのかもしれませんが…… 

○野村委員 そのときの根拠として唯一考えられるのは、それはアメリカから見た場合に、日

本の100パーセント出資会社というのは排除に値する競争上特別なものであって、だから排除

することが正当化され得るんだという論理を持ってこなければ排除できないと思うんですけれ

ども、本当に…… 

○チャールズ・レイク会頭 仮説の仮説の仮説のようなお話をしているようにも思うんですが、
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ＷＴＯ違反行為が日本国内であった場合に、それに対する問題解決の手法というのは、ＷＴＯ

のルールのもとでは、そのマーケットで起きていることに対して紛争処理をするということで

すので…… 

○野村委員 私が申し上げたいのは、日本のマーケットは、仮に世界の中に政府100パーセン

ト出資の保険会社があったとしても、その人達の日本マーケットへの参入を阻止していないん

ですが。 

○チャールズ・レイク会頭 それをしたからといって内国民待遇違反が許されるということに

は全くならないんですね、ＷＴＯのルールというのは。ですから、ここでこういうふうにやっ

ているからこれは許してくださいというルールではなくて、内国民待遇というのは大原則とし

て、先ほどお話ししました異なる待遇、または有利な待遇というのを適用しているかしていな

いかが本当にストレートに…… 

○野村委員 待遇ではなくて、それは単に、今日本にいるアメリカの会社が政府の出資を受け

ていないというだけの違いではないのですか。 

○チャールズ・レイク会頭 だけの違いだけではなくて、幾つか先ほど、また前回もお話しさ

せていただきましたが、生命保険業務の免許、みなし免許という普通のプロセスではない免許

が提供されている、そして…… 

○野村委員 申しわけありません。ほかのところをちょっと捨象して考えたときに、100パー

セント出資のところだけをちょっとお伺いしたいんですけれども…… 

○チャールズ・レイク会頭 でも、事実はそうじゃなくて…… 

○野村委員 よくわかりますが、アメリカの企業が100パーセント出資されるということでも

構わないんです。そういう100パーセント出資の保険会社を日本のマーケットに送っていただ

いても構わないんですが…… 

○チャールズ・レイク会頭 アメリカがそういうことを、アメリカ政府が100パーセント出資

している会社を日本国内に送ることが認められたからとしても、それでＷＴＯ…… 

○野村委員 今いる会社が100パーセント出資であるかどうかというのは、その会社が選んだ

選択の結果ではないんですか。 

○チャールズ・レイク会頭 ですから、その会社がどう選ぼうと、日本政府が国際交渉のもと

でサービス協定として提供すると約束した内国民待遇が提供されているかどうかということが

問われるので、その政府出資の企業も参入させています。また、アメリカが送ってもいい、そ

れを認めるから、そういう意味でのいろんなバーター的なことが起きないように自由貿易とい
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うルールのもとで、そして内国民待遇というのを提供して…… 

○野村委員 人はいろいろ個性が違いますから、会社もいろんな会社がありますね。そうする

と、同じ出資形態にならなければイコールフッティングではないというのはロジカルではない

と思うんですね。 

○チャールズ・レイク会頭 民営化のプロセスの、政府の株式保有というものが暗黙の政府保

証を提供している、そしてその信用補完がとても重要なそこでのメリットになる、そして、そ

れ以外のことも含めた現状がある中でお話をしているわけです。全くそれ以外に、例えば今日

列挙させていただきました、既に委員会にも出していると思います、この意見書に書かれてい

るようなことがすべてクリアされて、それで政府の所有というものだけになったときに、それ

でもどうなのかと、それも問題だと思うわけですけれども、少なくとも現状よりはさらにコン

プライアンスの状況に近づくということになるのも事実であります。というのは、それだけが

残って、それ以外のものはクリアされている状況でもなく、そういう状況の中での新規の商品

を出そうとしているということに問題がありますので、先生がいろいろとご質問なさっている

ことは、とてもある意味で議論上から離れたある部分の中でどうなるのかということなんです

が。 

 もう一度、誤解がないようにお話ししたいんですが、ＷＴＯのルールというのは、サービス

協定のルールというのは、そのマーケットの中で内国民待遇を提供されているかどうか、それ

がストレートに判断されますので、いろいろと委員がご質問なされたようなことがあったとし

ても、今日お話ししている、そして私どもが内国民待遇違反状況がそこにあるということが変

わるということではないということが重要な点なんだと思いますが。 

○野村委員 わかりました。私も一応法律家なので、今のレイク会頭の方のお考えになってお

られるような内国民待遇の会社だということは今明確にわかりましのたで、そのところのとこ

ろは私の方でもちょっと…… 

○チャールズ・レイク会頭 今のはというのは、最後のコメントでしょうか。全部網羅してい

ただけないでしょうか。 

○冨山委員 今のは法律論ですが、私は生命保険のマーケティングのようなことをやっていた

ことがあったので、割と生命保険にどういう人が入っているかということを如実に、リアルに

知っているんです、これは。だから法律論はやる気はなくて、私も20何年前に法律家をやめて

いますので、ビジネスマンとしてマーケター的な議論としてちょっと一言言っておきたいのは、

このロジックだと、一応ＩＰＯを踏まえ、すなわち政府保証が100パーセントある間は…… 
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○チャールズ・レイク会頭 おっしゃっているのは７ページ…… 

○冨山委員 ２ページ目の１つ目です。100パーセントの政府保証がある間は、ほぼ自明に暗

黙の政府保証というのは生きていて、それはほとんど微動だにしないんであるという多分前提

に立っているんだと思うんです、マーケットパーセプションとして。それは申しわけないです

けれども、余りにも日本の消費者を馬鹿にした議論で、日本の消費者はそんなに愚かじゃない

ですよ。 

○チャールズ・レイク会頭 私は、決して日本の消費者を馬鹿にするようなことはしていませ

んし…… 

○冨山委員 言いたいのは、日本の消費者は生命保険に入るのに際して極めて慎重です。極め

ていろんなことを検討します。したがって、例えば、これからここに書いてあるように、当然

簡保を売るに際しては、政府保証は一切つかないということを多分言うんですね。これは相当

明確に説明すると思うんです。 

 それから、日本の消費者は、ほとんどすべての人は去年の郵政選挙を経験しています。です

から、田中委員長が言われたように、今この簡保に対して、あるいは郵政に掲げている事業に

対して、どういう方向で政治家は動いているかということも非常にみんなよく知っています。

ですから、基本的にユーザーのパーセプション、ユーザーのソフィスティケーションは非常に

高いと思ってください。要するに、いいんですよ、何か聞いているんじゃなくて、事実として

…… 

○チャールズ・レイク会頭 反論があるんですけれども、これには反論があります。私も昔は

法律家だったんですが、今はビジネスマンであります。そして、2001年からは、営業やその他

のオペレーションの中で経営者として仕事をしてまいりましたし、生活者の皆様とお話をしな

がら、そして販売をする募集人とも日本全国、北海道から九州までいろんな現場を回りながら

話をしてきた経験がありますので、委員が今お話になったことは、ある意味で刺激的な、日本

の生活者、消費者を馬鹿にしているというふうにおっしゃったので、そういうふうに言ってい

るのであれば…… 

○冨山委員 要するに、来年の10月以降、民営化しますが、今は旧契約ですから、今は政府保

証があるんですね。現状どういうパーセプションか、それはみんなユーザーは賢いですから、

旧契約においては政府保証があるということを前提に入っているはずなんですよ。ところが、

来年の秋以降はそれがなくなるわけです。そう説明した後も微動だにパーセプションが変わら

ないという予測をするのは、私はあまり合理的じゃないということです。 
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○チャールズ・レイク会頭 合理的なことを言っています。なぜならば、説明させていただく

チャンスをいただけないでしょうか。 

○冨山委員 新規分を政府が保証しないことは、私の奥さんでもわかっていると思いますよ。 

○チャールズ・レイク会頭 まず最初に、第一に先生がおっしゃっている、委員がおっしゃっ

ているのは、自分の肌感覚だけでおっしゃっているわけで、客観的なデータはありません。客

観的なデータとして現在存在するのは、政府保証についての生命保険文化センターの調査であ

って、それについてはもうお話をしましたので、信用できるからとか、政府の関与があるから、

国営企業として運営してきた伝統があるからということを言っていますし、実際に郵便保険会

社が骨格の中で、郵便ネットワークでのブランドを最大限使いながらといって自分でブランド

と言っている。そのブランドは何か、それは国営企業として勝ち取っていったいろいろな意味

での信頼等々であるわけで、信用であって、それを独自のまさにドキュメントの中でも使おう

としているわけですから、今後政府保証がなくなって、そして株が売られていって、販売され

ていく中で、実際どうなるのかというのはそのときに初めて客観的なデータがとれるんだと思

いますので、それをやるべきだと私どもはまず言っていると、それが第１点です。 

 そして、第２点目に、委員がおっしゃっているような形で、すべての生活者が完全にすべて

問題なくチェックするということは、多くの方が…… 

○冨山委員 そうは言っていないですけれども。 

○チャールズ・レイク会頭 でも、日本の生活者、消費者はとてもスマートなので、完全に精

査させて…… 

○冨山委員 非常にスマートなので…… 

○チャールズ・レイク会頭 奥様でもわかると言っていたのは何ですか。 

○冨山委員 今の時点から、来年の10月の時点からＩＰＯされるまでの間に、暗黙の政府保証

に関するパーセプションが微動だにしないということはないでしょうと言ったんです。 

○チャールズ・レイク会頭 暗黙の政府保証、すみません、わからない。 

○冨山委員 要するに、暗黙の政府保証が少しも減らないということはないでしょうというこ

とです。 

○チャールズ・レイク会頭 減らないということはないでしょうというふうに、どういうふう

に思うかどうかは、それは推測としてお話になっているだけであって、それは最初にまさに…

… 

○冨山委員 レイクさんのロジックが、ＩＰＯまでは、要するに政府保証が100パーセントあ
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るまでの間は、政府保証の大前提が全然、暗黙の政府保証の状態に変化がないのだから新規業

務に入ることは論外だというふうにおっしゃったというふうに、さっき私はそういうふうに理

解できたので、そういうことはないでしょうと、そういうふうに言い切れないでしょうという

ことなんです。 

○チャールズ・レイク会頭 まず最初に…… 

○冨山委員 だから、レイクさんもある意味では未来のことをおっしゃっているんですよ。 

○チャールズ・レイク会頭 何ページの話をしているんですか。 

○冨山委員 ２ページ目の最初。要するに来年の10月の時点から、今度のＩＰＯまでの４年間

かな、４年間の間に関しては、私が最初に質問したこの下の４つをちゃんとやったとしても、

暗黙の政府保証に関してはそれは変化がないんだというふうに、さっきそれに近い回答をされ

たので、それは変わるか変わらないかというのは未来の議論なんだから、私はフェアな議論と

しては株式会社化されてから、それからＩＰＯの間もちゃんとモニタリングがされるべきで、

その間にもし政府保証が実態として減っていくんであれば、当然ここで言い切っていることは

必ずしもそうじゃないんじゃないですかと。 

○チャールズ・レイク会頭 いや、ですから私が何度もお話ししていることですけれども、実

際にこれらのことをやって100パーセントそこに政府の出資がある段階で、この暗黙の政府保

証がなくなるというふうに逆にお話になっているように聞こえますけれども。 

○冨山委員 なくなる可能性はあるんじゃないですかと。 

○チャールズ・レイク会頭 ですから、それは仮説としてわからないので、だからこそ、その

段階でチェックする、また強化すると、最初にお話ししました。ですから、それはあるかもし

れません。 

○冨山委員 それは否定されないんですね。 

○チャールズ・レイク会頭 否定されないというのは何のことを否定しないと言っているんで

すか。 

○冨山委員 だから、１行目のロジック、英語の原文だからわからないですけれども、１行目

のロジックは、ロジックとしては、ＩＰＯの…… 

○チャールズ・レイク会頭 この文章を今読ませていただきますけれども、「政府出資をゼロ

にすることが最も望ましいが、少なくとも合理的な水準まで株式を処分する。新規株式公開

（ＩＰＯ）前に郵便保険会社が新規業務を行うことは論外」ということについて言っているん

ですか。それは論外です、論外の理由はたくさん今日説明してまいりました。それは、先ほど



- 52 - 

のいろんな刺激的なコメントとの関係がまだ理解できないんですけれども、論外である理由は、

そこに所有している株が100パーセントである以上は、例えば政府が何かのときには出てくる

だろうとか、いろんなことがあるから、それは論外であるということも含めてお話ししている

わけで…… 

○冨山委員 出てくるであろうという推測を市場の側がするからでしょう。それが暗黙の政府

保証でしょう。要するに、100パーセント持っているから政府が出てくるのであろうという推

測は、それはパーセプションの問題でしょう。 

○チャールズ・レイク会頭 ですから、パーセプションを推測等して、そこに実際に信用補完

が生活者や市場の中で現在あり、それも維持されていく、そしてそれが変わるというのであれ

ば、変わったという状況を証明した上で新たな新規業務等ということをやるべき、考えるべき

であって、そうでもないにもかかわらずこの段階で新規業務をやろうとして、政府保証という

のはすべてパーセプションだけだから、それはないんだなと…… 

○冨山委員 ないとは言っていないですよ。 

○チャールズ・レイク会頭 何をおっしゃっているんですか。 

○冨山委員 だから、それは変化し得るものということでいいですね、それは。 

○チャールズ・レイク会頭 はい。 

○冨山委員 それはＩＰＯの前でも変化するという、変化し得るということは否定しないとい

うことですね。 

○チャールズ・レイク会頭 何パーセント変化するのか、世の中、よくアメリカで言われるの

は、「必ず起きるのは死と税金」だと言われるのですが、変化も必ず起きるんだと思うんです。

ですから、それが市場の中で変化がないとは言えません。変化はあり得るでしょう。ですから、

変化を見極めた上でどうなるかどうかを含めて考えなきゃいけない問題について話をして、そ

の前の段階で、暗黙の政府保証というのは実質的には存在しないのではないかというふうにお

っしゃっているようにも聞こえますので、そうではありません。 

○冨山委員 それは違います。 

○チャールズ・レイク会頭 そうなのであれば、異論はないです。 

○田中委員長 大変活発な、相当な時間延長ですので、今回に限らず、また我々議論していく

上でまたご意見を伺いますので、本日は大変ありがとうございました。 

○チャールズ・レイク会頭 ありがとうございました。活発な意見交換で、また激しくコメン

トさせていただきまして、もし失礼なことがございましたらお許しください。ありがとうござ
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いました。 

○田中委員長 ありがとうございました。 


